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公益財団法人日本バレーボール協会が主催または共催する競技会は､本競技要項に基づ

いて実施するものとする｡ 

 各主管協会､各都道府県協会は､本要項を熟読され､競技会ならびに競技会参加に遺漏のな

いよう特に注意してください｡ 
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【国内競技会】 

Ⅰ 競技会の準備 

 

１ 開催地実行(準備)委員会の編成 

 

 大会期日・期間及び開催地の決定は、ＪＶＡ国内競技委員会が示す『標準開催時期』（資料Ⅰ参照）を参考に、ブロッ

ク理事長とブロック内の各都道府県理事長と協議して決定する。 

大会開催が決定した開催地は、最大出場チーム数を基に競技会場、練習会場、および宿舎等を確保するとともに、実行

(準備)委員会を設立し、共催団体並びに後援、協賛団体の申請を含め、大会開催に向けて具体的な準備活動を開始する。 

 

 

２ 開催地の具体的な準備活動（大会終了までの流れ） 

 

開催地は、競技会の開催準備から競技会の終了まで下記項目の流れに基づいて具体的な準備活動に入る。 

（１）大会開催が決定したとき 

大会期日の決定 「補助対象競技会の標準開催時期」(資料Ⅰ)に基づき、国際大会等大きなイベントの

開催時期、年末年始、盆等国家的行事の時期を避けかつ役員、補助役員を動員し易い

時期を選定する。 

会場の確保 最大チーム数から総試合数を算出し、必要コート数を確保する。 

（資料Ⅱ「参加チーム数による試合数と必要コートの早見表」参照） 

宿舎の確保 最大出場チーム数、会場への交通の便を勘案して確保する。 

（最近は、昼食も含めて専門業者に委託するケースが多い。） 

（２）大会に向けての準備 

準備委員会の設立 業務分担、担当範囲を明確にし、それぞれの責任者を決める。全体の準備日程に基づ

き、部門毎に細やかな準備日程表を各責任者が立案する。 

官公庁への届け出 共催、後援、協賛等の届け出の他に、必要なら消防、警察への届け出も早めに行う。 

（３）開催要項の作成 

「開催要項」の作成 「開催要項」案を作成し、２月末日までに国内競技委員会に送付して承認を受ける。(Ⅰ

－３「開催要項の作成及び配布」及びⅠ－４「開催要項の形式・内容の基準」」参照) 

（４）大会申込書を受付したとき 

参加資格の確認 参加申込書受付と同時に各項目が正しく記載されているかを確認し、参加資格（Ⅰ－

７「参加資格」参照）をチェックする。また、それぞれ不備なものについてはチーム

に連絡を取り訂正させる。 

出場チーム一覧表の作成 推薦チームの次に南から又は北からの順で、同一都道府県のチームは上位を先（無け

れば受付順）に記載した一覧表を作成する。（チーム名は正確に） 
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同一企業の分類 同一企業チーム数の多い順から少ない順に整理する。チーム数が同じときは、南から

又は北からの順に整理した一覧表を作成する。ただし、総合選手権大会は同一企業を

分けない。（同一企業とは、同一資本、同一経営者をいう。） 

ドローの作成 

 

 

 

出場チーム数を基にして、予選グループ戦、決勝トーナメント戦のドローを作る。勿

論チーム名は入らないが、コート名、試合順序、開始時刻は入れる。開始時刻は、第

１試合及び準決・決勝戦のみとし、その他の試合は追い込みとした方が良い。同一チ

ームは同一コートでかつ連続しない等を考慮する。(資料Ⅰ「競技会の形式」参照) 

連絡担当者への送付 出場チーム一覧表、同一企業分類表、予選グループ戦・決勝トーナメント戦のドロー

及び抽選のとき競技委員長が話す内容の原稿（資料Ⅱ参照）をＪＶＡ連絡担当者に送

付し、承認を得たものを抽選会で使用する。 

出場チーム一覧表の送付 承認を得た出場チーム一覧表をＪＶＡ事務局に送付する。 

（５）競技上の確認事項の作成 

競技上の確認事項 会場の開閉館の時刻、コートが空いたときの練習の可否、追い込みや連続のときのプ

ロトコール開始時刻、ワイピングの方法、体育館の規制事項等も入れる。「競技上の

確認事項」はＪＶＡ連絡担当者の了解を得る。 

（６）抽選会の準備 

抽選会会場 出場チーム数×２＋審判員＋役員＋予備が入れる場所を用意する。出場チーム一覧の

順に座席を定め、チーム名札を机上に用意すると便利である。決勝トーナメントは抽

選順の配置がよい。 

配付資料・用具等の準備 配布資料：座席表、抽選会次第、抽選方法、記入用組合せ表、連絡事項等。 

用  具：抽選棒（順序用、ゾーン用、位置No用の色分け３種類）、 

チーム名札、受付用名簿、役員名札（机前用）、掲示組合せ表、貼付用チ

ーム名、接着具、筆記具、印刷機等 

抽選会スタッフ編成 競技委員長の他に受付、司会、抽選順序及びゾーン用、位置No用、チーム名札貼付関

係、印刷関係等10名程度で抽選会スタッフを編成する。 

抽選会のリハーサル 

 

連絡担当者の承認を得た原稿を基に、事前に数回のリハーサルを行う。特に、決勝ト

ーナメントのリハーサルでは、予選の結果収集方法も含めてリハーサルを行う。 

（７）抽選会 

予選グループ戦 原稿を基に、抽選方法の説明の後に抽選に入る。抽選の結果を確認し、印刷配布。（配

布先：報道機関、ＪＶＡ、共催団体事務局、出場チーム等） 

E-MailにてＪＶＡ国内競技委員会担当者に送付。 

決勝トーナメント戦 予選グループ戦の試合結果を如何に早くキャッチするかが重要。決勝トーナメント用

の原稿を基に、抽選方法の説明の後抽選に入る。抽選の結果を確認し、印刷配布。（配

布先：報道機関、ＪＶＡ、共催団体事務局、出場チーム、大会役員等） 

E-MailにてＪＶＡ国内競技委員会（kokunai-kekka@jva.or.jp）に送付。 

（８）練習会場および試合会場の整備 

安全第一 選手、観客の安全確保については、全てに優先して配慮すること。床面のマスキング、

突起物のガード、ポール・審判台の防護、ベンチシートの短縮、階段の滑り止め、避

難通路の確保等。 
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プレイし易く 選手がプレイし易い環境を作り出す。ネットの張り方（資料Ⅱ参照）、横断幕のチェ

ック、コート毎に同一メーカーのボールを用意する等。 

観客の立場で 試合が見やすいように工夫、努力する。 

点示板の配置場所、点示板のチーム名を大きく見やすく（チームの了解を得て６文字

以下に短縮）、取得セットの表示（セットを取ったチームに○等の表示）、役員席の

配置場所、会場内の試合結果表示の場所や大きさ等。 

練習会場の設営 練習しやすい環境を作る。（可能であれば更衣室等もあった方がよい。）マスキング

までは必要ないが、危険個所等のガードは必要。また、もしもの時の連絡先、タクシ

ー等の電話番号等を掲示しておくと良い。チェックリスト（資料Ⅱ）にて最終チェッ

クを行う。 

試合会場の設営 資料Ⅱ参照。設営後、チェックリスト(資料Ⅱ)にて最終チェックを行う。 

備品のチェック 競技に必要な備品をリストアップしたチェックリスト(資料Ⅱ)を作成し、試合会場、

練習会場毎に現物をチェックした後、それぞれ保管する。万一に備え、予備（各競技

会場あたり１コート分の予備）を用意しておくことも検討する。マスキングテープ、

ラインテープ等は多めに用意しておくこと。ボールを拭くタオル、床を拭くタオル、

緊急時のリベロ用ベスト等も忘れないように。 

（９）諸会議 

委員長会議 原則として試合前日の１１時。（Ⅱ「諸会議」参照） 

競技研修会 

審判研修会 

両研修会とも原則として試合前日の１３時。（Ⅱ「諸会議」参照）同時進行で行われ

るので、事前に審判委員会と会場準備等の打ち合わせをしておくこと。（Ⅱ諸会議「競

技研修会チェックポイント(例)参照） 

代表者会議 原則として試合前日の１５時。（Ⅱ「諸会議」参照） 

代表者会議後、チームスタッフ変更届（資料Ⅱ－４参照）が各チームから出されるの

で、その受付及び資格確認後、変更一覧表の作成。 

（配布先：報道機関、ＪＶＡ、出場チーム、審判、大会役員等） 

（10）開・閉会式及び大会終了の処理 

開会式 全国大会として、参加した選手に印象が残るような開会式を心掛ける。（Ⅱ「開会式・

表彰及び閉会式」参照） 

前年度優勝チームからの返還品、返還方法等の確認。授与品の確認とチェック、授与

者との打ち合わせ。 

閉会式 授与品の確認と授与者との打ち合わせ。（Ⅱ[備考]「表彰式サンプル」参照） 

報道 専任の責任者を設けた方が良い。（窓口の一本化、Ⅰ「広報委員会の業務」参照） 

試合結果の記載方法は正しく。（Ⅱ「競技記録の記入方法」参照）その日の試合結果

をまとめ、役員・報道関係等に流すとともに試合結果速報(ＪＶＡモバイル)への対応。 

また、E-Mailにて国内競技委員会（kokunai-kekka@jva.or.jp）に送付する。 

観客の見やすいところに、リアルタイムで結果が判るようにする。 

配布一覧（資料Ⅱ「試合結果配布先表(例)）等を活用すると良い。 

大会終了後の処理 大会終了後、１ヶ月以内に確実に終了させること。（Ⅲ「競技会の事務処理」参照） 

試合結果については、早急にＪＶＡ事務局、関係機関等へ流す。なお、関係機関等に

試合結果と大会終了のお礼状を発送すると良い。 
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３ 開催要項の作成及び配布 

 

（１）「開催要項」の作成 

 

  補助対象競技会の開催地協会は、当年度開催予定の開催要項を毎年３月に開催される全国競技委員長研修会で配付す

るため、２月末日までに国内競技委員会運営部担当宛に提出し、国内競技委員会運営部長の確認を受ける。 

 

（２）「開催要項」の配付 

 

(1)国内競技委員会は、「開催要項」を下記に配付する。 

(ｱ) 都道府県協会・・・・・・・・各１部 （全国競技委員長研修会にて配付） 

(2)開催地協会は、「開催要項」を下記に配付する。（配付方法はe-mail等） 

(ｱ) 共催団体事務局・・・・・・・適宜 

(ｲ) その他関係団体・・・・・・・適宜 

(3)各都道府県協会は、それぞれの大会に出場が決まったチームに大会要項を複写し、「宿泊申込書」と共に渡す。な

お、推薦出場チームがある場合は、該当チームにも同様に渡す。 

 

（３）その他 

  補助対象競技会における推薦チームへの「推薦状」は、国内競技委員会が該当チームの所属する都道府県協会に送付

し、該当チームに回付願う。 
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４ 「開催要項」の形式・内容の基準 

 

平成(  )年度 

第( )回 全日本( )人制バレーボール(  )選手権大会 開催要項 

(優勝) 

 

主 催 

共 催 

後 援         年度当初に配布される資料を参照のこと。 

協 賛 

協 力 

ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ 

主 管  主管協会名      年度当初に配布される「国内競技会及び主要役員一覧の主管に記載

されている都道府県協会名又は実行委員会名 

 

１．開 催 期 間  平成 年  月 日( )から 月 日( ) 

２．会 場  会場名・所在地・電話 

３．参 加 資 格  Ⅰ「参加資格」を参照のこと。 

４．競 技 規 則  平成 年度公益財団法人日本バレーボール協会(6･9)人制競技規則による。 

５．競 技 方 法  グループ戦ののち決勝トーナメント戦とする。グループ戦において１勝したチームをトーナメ

ント戦に出場させる。全試合３セットマッチとし、３位決定戦は行わない。 

競 技 日 程  第１日  月 日( )代表者会議・開会式 

第２日  月 日( )グループ戦・決勝トーナメント戦抽選会 

第３日  月 日( )決勝トーナメント戦（１、２、３回戦） 

第４日  月 日( )決勝トーナメント戦（準々決勝・準決勝･決勝戦）･閉会式 

※日程は競技会によって異なる｡ 

６．大 会 使 用 球  本大会は・・・製カラーボール（型番号）を使用する。 

７．チ ー ム 構 成  １チームは監督･コーチ･マネージャー各１名、選手１２名、計１５名以内とする。ただし、選

手は１８名まで申し込むことができる。そして、試合毎に１２名をエントリーすることができる。

なお、選手の変更は競技者番号の変更を含め一切認めないので記入時に十分注意すること。 

監督・コーチ・マネージャーのうち１名以上は、公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導

者制度に基づく、公認バレーボールコーチ、公認バレーボール上級コーチ、公認バレーボール指

導員、公認バレーボール上級指導員のいずれかを有する者であること。 

※部長のベンチ入り可の場合、その旨を明記する｡ 

８．出 場 手 続 き  ＭＲＳ｢チーム責任者のマイページ｣から大会申込みを行い、参加料振込みの領収証（写し）、

ベンチスタッフの資格を証明する登録証又は証明書（写し）、宿泊申込書及び練習会場申込書を

下記に送付すること。※申込み方法については、Ⅰ『大会申し込み』を参照のこと 

主管協会事務局 宛 

《添付書類》(1)参加料振込みの領収証の写し 

(2) ベンチスタッフの資格を証明する登録証又は証明書の写し 

(3)宿泊申込書  (4)練習会場申込書 
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９．参 加 料   ○○，○○○円 ※全国競技委員長研修会時に配布される資料を参照のこと。 

【振込先】※必ずチーム名で振り込むこと 

   振込口座 

   口座名義 

10．締 切 期 日   平成 年 月 日( ) 

            （期日に遅れた場合は、いかなる理由でも受け付けない。） 

11．代 表 者 会 議   各チーム必ず１名参加のこと。 

           (1)日 時  平成 年 月 日（ ）  時から 

           (2)会 場  会場名・場所 

                 《所在地》 住所 電話番号 

12．抽 選 会   シードチームの決定は、ＪＶＡ国内競技委員会が競技要項に則り行う。 

(1)グループ戦  

 ＪＶＡ国内競技委員会が主管協会と下記で行い、結果を関係者と関係機関に連絡する。 

 （出場チームの立会いは可）  

    日 時  平成 年 月 日( )  時から 

会 場  会場名・場所 

(2)決勝トーナメント戦    

日 時  平成 年 月 日( ) グループ戦の全試合終了後（ 時予定） 

   会 場  会場名・場所 

13，開 ・ 閉 会 式  開会式 平成 年 月 日( )  時より（ 場 所 ）で行う。 

各チームは、全員が統一された服装で参加のこと。 

閉会式 平成 年 月 日（ ）決勝戦終了後（ 場 所 ）で行う。 

    入賞チームは必ず出席すること。 

14．そ の 他   (1) 部長・監督・コーチ・マネージャーは、規定のマークを明確に判別できる位置につけること。 

(2) チーム役員の服装は、選手と異なるトレーニング・ウェアを着用する場合、統一されたも

のを着用すること。（ランニングシャツ・ハーフパンツ等不可） 

(3) 選手のユニフォーム・シューズ・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること。

公認メーカー以外を着用する場合にはそのロゴを露出しないようにすること。また、ユニ

フォームのチーム名には登録したチーム名又はそれを表す略称名であること。 

(4) 宿泊の斡旋を希望するチームは、宿泊申込書に必要事項を記載して、「 ○○○ 」に申し

込むこと。 

(5) 練習コートの使用を希望するチームは、「練習会場申込書」に記入のうえ、大会申込締切日

までに送付すること。練習割当てについては、受付後参加チームに直接連絡する。ただし、

練習希望時間帯が集中した場合は、１コートで２チームの合同練習となることもある。 

(6) 大会参加者は事前に健康診断を受けること。選手の健康管理については、チーム及び個人

の責任としてこれを受け止め、十分留意すること。なお、競技中の負傷については、応急

処置は行うが以後の責任は負わない。 

(7) 大会案内所は、設置しない。 

(8) 本大会についての問合せ先  

(9)その他 ※開催地協会として、各チームへの連絡が必要な事項を明記する｡ 
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５ 大会申込み 

（１）ＭＲＳによる大会申込み 

全国大会への申し込みについてＪＶＡでは順次ＭＲＳによる大会申込みシステムの利用を推進しているところであ

る。ＭＲＳによる大会申込みシステム利用する手順は概ね以下の通りであるが、詳細はＪＶＡ―ＭＲＳのホームページ

を参照していただきたい。 

 

主催・共催 開催地協会 チーム

全国大会の登録

大会名

開催期間

チーム数 ダミー予選会 オンライン予選会

出場資格 大会名 大会名

等の大会情報を入力 等の大会情報を入力 開催期間

チーム数

権限委譲→ 出場資格

等の大会情報を入力

該当チーム

予選会案内メール→ 各チーム

予選会申し込み

予選通過チーム

特別枠・予選通過チーム

大会参加申し込み

選手の選択

写真の貼付等

参加費振り込み

振込領収証郵送

補填該当チーム

大会参加申し込み

選手の選択

写真の貼付等

参加費振り込み

振込領収証郵送

参加チーム

権限委譲を受けて主催
者と同等の権利を得る

予選会終了後
通過チームＩＤ入力

等の準備

組合せ抽選会

ドロー表・諸注意等を郵送又はEmail

都道府県協会

予選大会の登録

予選会

全国大会参加案内メール

予選会終了後
通過チームの選択

全国大会参加案内メール

特別枠（推薦チーム）ＩＤ入力

全国大会

参加チーム補填作業

補填先の都道府県枠を増やす

参加チームデータ

参加チームデータ

該当チームＩＤ入力

全国大会参加案内メール

参加チーム一覧

大会プログラム

宿泊・練習会場等手配
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（２）ＭＲＳ大会申込みシステムを使用しない場合 

各都道府県協会は、予選会終了後直ちに参加チームに申込み関係書類を送付し、申込み締め切り期日までに手続きを

完了するよう参加チームに徹底すること。 

 

◇参加申込み方法 

（１）作成した申込書に必要事項を記入し、申込書に協会長印を押印する。 

（２）次の①～④のものを、締切期日までに各大会の申込先まで送付する。 

      ① 参加申込書 

      ② 送付用電子データ（都道府県チーム名で保存した参加申込書と写真） 

      ③ ＭＲＳにより出力したチーム構成員表（所属協会長印を押印したもの） 

      ④ 参加料振り込みの領収書の写し 

 

（３）大会申込みに関する注意事項 

① 申込みに必要な書類及び参加料はそれぞれの締切期日までに大会事務局に必着のこと。なお、申込期日の厳守につ

いては「理由の如何を問わず原則として締切日に間に合わない場合は受け付けない」ことになっているので特に注

意すること 

② 宿舎を大会事務局の斡旋によらず、各チームが自主的に決定したときは、にその宿舎名、所在地を入力（記入）す

ること。（間に合わないときは決定次第、大会事務局に報告のこと。） 

 

③ 大会申込書の「連絡責任者」欄には大会事務局より発送する文書を直接受領する者の住所、電話、所在地、受領者

氏名を明記のこと。 

④ 代表者会議における選手及び競技者番号の変更はできないので、申込み時に選手番号を確認し、慎重に記入するこ

と。なお、ベンチスタッフの変更は原則として代表者会議の際に届け出て、承認を得なければならない。（チーム・

スタッフ変更届） 

⑤ 各都道府県協会所属のチームが、やむをえない理由によって大会に参加できない場合、または、大会申込み後に参

加を取りやめる場合は、その理由を明らかにして締切期日の１週間前までに、各都道府県担当者はできるだけ速や

かにＪＶＡ国内競技委員会ならびに開催地大会事務局に届け出て、無断で不参加をしないこと。 

⑥ 書類送付の場合、チーム構成員表の余白部には、必ず斜線を引き、協会長の朱印を押印のこと。また、記入もれの

内容に注意すること。 
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６ 大会プログラムの作成 

 

 競技会の開催にあたって、下記項目を基準にプログラムを作成し、参加チーム、役員及び報道関係者に配布する。 

なお作成にあたっては、ＪＶＡ事務局と連携して作成する。 

 

(1)目次 

(2)挨拶 

 ①主催団体 

 ②共催団体 

 ③開催地 

(3)役員（大会役員、ＪＶＡ、共催・協賛団体役員、実行委員等） 

(4)大会日程（会議日程、競技日程） 

(5)開会式・閉会式々次第 

(6)出場チームー覧表 

(7)組合せ表（グループ戦、決勝トーナメント戦） 

(8)選手名簿 

(9)会場案内図 

(10)過去の成績（年次優勝、準優勝チームー覧及び前年度決勝トーナメント戦記録） 

(11)救急病院の連絡先 

(12)大会本部の連絡先 

(13)広告（但し、大会使用球メーカーについては裏表紙裏に掲載する） 

 

［備考］(1)各競技会のＪＶＡ連絡担当者は大会プログラムの大会委員の筆頭に記載する｡ 

(2)大会使用球メーカーの広告については、前年度のものを使用せず、必ずＪＶＡ事務局に連絡をとり最新のも

のを掲載すること。 

(3)場合によっては、ＪＶＡ事務局から掲載を依頼する広告もある。 

(4)広告については、大会協賛企業と競合しない限りプログラムに掲載してもよい。 

(5)広告の優先順位は、①裏表紙 ②表紙裏 ③裏表紙裏 を基本とする。 
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７ 参加資格 

 

〈大会参加の原則〉 

① JVA メンバーに登録することで、すべての JVA 主催全国大会および予選会、または都道府県協会の主催・主管する大

会に参加する権利を得る。 

② 各大会に参加できる選手は、その申込みまでに有効に登録された選手でなければならない。また、全国大会について

も、大会申し込みまでにそのチームに加入していれば、予選会に参加していなくても全国大会に出場することができ

る。 

③ 同一の大会（全国大会の予選会を含む）への参加は、1 登録チームにつき 1 チームとする。ただし、開催要項により

1登録チームについて複数のチーム参加を許可している場合は除く。 

· ○○クラブとして登録しているチームが○○クラブ（Ａ）と○○クラブ（Ｂ）等２つまたはそれ以上に分割し

て出場することを指す。 

④ 1 登録メンバーにつき同一の大会（全国大会の予選を含む）に出場できるのは１チームからとする。 

· 二つ以上のチームに所属する選手が一つの大会（予選会を含む）に出場した場合、この選手は他のチームから

同一の大会（予選会・本大会を含む）に出場することはできない。 

· 上記③のようケースを許可している大会でも、そのチームに所属しているメンバーはいずれかの１チームから

のみ参加することができる。 

⑤ 大会申込みにおいて申込書にエントリーされた時、その大会に出場したものとみなす。 

⑥ ＭＲＳを用いないで郵送等で参加申込みを行う場合、所定の申込書に加え、チーム責任者が MRS システムより打ち出

した加入選手一覧表に所属する都道府県協会長の公印（朱印）を押したものを提出しなければならない。 

⑦ 公益財団法人日本バレーボール協会主催全国大会に参加するチームのベンチスタッフについては以下のとおり。 

· 監督・コーチ・マネージャーのうち１名以上は、(公財)日本体育協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認

バレーボール指導者（コーチ、上級コーチ、指導員、上級指導員）のいずれかの資格を有する者でなければな

らない。だだし平成 25 年までの移行処置として以下の資格でもベンチ入りを認める。 

① 全国小学生大会については、全国小学生指導者研修会修了者 

② 全国ビーチバレー競技会については、JVA 公認ビーチバレーリーダー資格取得者 

ＪＶＡ主催全国大会に参加するチームのベンチスタッフも、ＪＶＡメンバー登録することが必要となる。スタッフは「選

手」または「チームスタッフ」としてＭＲＳにより登録をする。 

「選手」として登録していうるメンバーはベンチスタッフと選手を兼ねることができるが、「チームスタッフ」として

登録した場合、選手としてコート上に立つことはできない。 

 

〈9人制〉 

全日本総合男子・女子選手権大会 

当年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により、それぞれの種別に有効に登録

され選手及びベンチスタッフで構成され、次の項目に該当するチーム。 

(1) 前年度優勝チーム                                  

(2) 当年度９人制実業団男子・女子選手権大会優勝チーム               

(3) 当年度９人制クラブカップ男子・女子選手権大会優勝チーム               

(4) 各都道府県予選の結果、代表として推薦されたチーム。但し、複数代表の都道府県については、年度当初の「出

場チーム数一覧」を参照のこと。 
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(5) 女子選手権大会については、開催ブロックから推薦されたチーム 

(6) 開催地は、上記(4)の他に１チームを加える。 

(7) 不参加の都道府県が出た場合は、ＪＶＡ国内競技委員会が補充することがある。 

 

全日本クラブカップ男子・女子選手権大会 

当年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により「クラブ」として有効に登録さ

れた選手及びベンチスタッフで構成され、下記に該当するチームとする。 

(1)前年度優勝チーム 

(2)都道府県代表として推薦されたチーム。但し、複数代表の都道府県については、年度当初の「出場チーム数一

覧」を参照のこと。 

(3)主催連盟から推薦されたチーム 

(4)開催地は上記(2)の他に１チームを加える。 

〈注意事項〉 

(1)同一チームから６人制・９人制両方に出場できる。 

(2)以下に該当する選手は出場する事が出来ない。 

・当年度クラブを除くそれぞれの加盟団体から全国大会(都道府県予選会を含む)に出場している選手 

・前年より開始され当年度始めまで開催される 20○○/○○Ｖﾘｰｸﾞ(ﾌﾟﾚﾐｱ，ﾁｬﾚﾝｼﾞ)に出場している選手 

(3)前項(1)(2)は都道府県予選会にも適用する。 

(4)不参加の都道府県が出た場合、ＪＶＡ国内競技委員会が補充することがある。 

 

全日本実業団男子・女子選手権大会 

当年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により「実業団」として有効に登録さ

れた選手及びベンチスタッフで構成され、下記に該当するチームとする。 

(1)前年度優勝チーム   

(2)主催団体より推薦されたチーム 

(3)都道府県代表として推薦されたチーム。但し、複数代表の都道府県については、年度当初の「出場チーム数一

覧」を参照のこと。 

 (4)開催地は、上記(3)の他に１チームを加える。 

(5)女子選手権大会については、日本実連より推薦されたチーム 

(6)不参加の都道府県が出た場合、ＪＶＡ国内競技委員会がチームを補充することがある。 

    

全国社会人東ブロック・西ブロック男女優勝大会 

   当年度公益財団法人日本バレーボール協会｢チーム加盟及び個人登録規程｣により｢実業団男子･女子」「クラブ男子･

女子」および｢大学男子･女子｣として有効に登録された選手で構成されるチームで、下記に該当するチーム。 

(1)都道府県代表として推薦されたチーム。但し、男子の複数代表の都道府県については、年度当初の「出場チー

ム数一覧」を参照のこと。 

(2)開催地は上記の他に男女各１チーム。 

(3)下記の競技会に出場したチーム及び個人は出場できない。 

①当年度黒鷲旗全日本男女選抜大会 

②当年度全日本９人制実業団男子・女子選手権大会 

③当年度全日本６・９人制クラブカップ男子・女子選手権大会 

④当年度国民体育大会バレーボール競技 

(4)不参加チームがでた場合は、ＪＶＡ国内競技委員会が補充することがある。 
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〈6人制〉 

黒鷲旗全日本男子・女子選抜大会 

   当年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により「クラブ」「実業団」「大学」

「高等学校」としてそれぞれ有効に登録された選手で構成されるチームで､本大会選考委員会により､選出された男女

各１６チーム。 

(1)当年度登録手続未了の場合､選考にあたっては､前年度の登録によることができる｡ 

(2)新規に加盟した選手は､登録と同時に参加資格を有するものとする。 

 

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 

当年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により有効に登録された選手及びベン

チスタッフで構成された中学生以上のチーム。 

 

全日本クラブカップ男子・女子選手権大会 

当年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により「クラブ」として有効に登録さ

れた選手及びベンチスタッフで構成され、下記に該当するチームとする。 

(1)前年度優勝チーム 

(2)都道府県代表として推薦されたチーム。但し、複数代表の都道府県については、年度当初の「出場チーム数一

覧」を参照のこと。 

(3)主催連盟から推薦されたチーム 

(4)開催地は上記(2)の他に１チームを加える。 

〈注意事項〉 

(1)同一チームから６人制・９人制両方に出場できる。 

(2)以下に該当する選手は出場する事が出来ない。 

・当年度クラブを除くそれぞれの加盟団体から全国大会(都道府県予選会を含む)に出場している選手 

・前年より開始され当年度始めまで開催される 20○○/○○Ｖﾘｰｸﾞ(ﾌﾟﾚﾐｱ，ﾁｬﾚﾝｼﾞ)に出場している選手 

(3)前項(1)(2)は都道府県予選会にも適用する。 

(4)不参加の都道府県が出た場合、ＪＶＡ国内競技委員会が補充することがある。 

 

スーパーカレッジ男子・女子大学選手権大会 

(1)当年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」によ「大学」としてそれぞれ有効に

登録された選手で構成されるチームであること。 

(2)当年度全日本大学バレーボール連盟加盟校であること。 

 

全国高校総合体育大会（インターハイ） 

(1)選手は学校教育法第1条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍する生徒であること。但し、

休学中、留学中の生徒は除く。 

(2)選手は都道府県高等学校体育連盟に加盟している生徒で、当該競技要項により全国大会への参加資格を得た者に

限る｡ 

(3)当年度公益財団法人日本バレーボール協会登録規定により「高等学校」としてそれぞれ有効に登録された選手で

構成されるチームであること｡ 
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(4)年齢は4月2日を起算とする｡（参考：平成25年度大会は平成6(1994)年4月2日以降に生まれた者）但し、出場は同

一競技３回までとし、同一学年での出場は１回限りとする。 

(5)チーム編成においては、全日制課程･定時制課程･通信制課程の生徒による混成は認めない｡ 

(6)統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 

(7)転校後6ヶ月未満の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれに準ずる）但し､一家転住などの理由によりやむ

を得ない場合は､都道府県高等学校体育連盟会長の認可があればこの限りではない。 

(8)出場する選手は､あらかじめ健康診断を受け､在学する学校の校長及び所属する都道府県高等学校体育連盟会長の

承認を必要とする｡ 

(9)参加資格の特例 

ア．上記(1)(2)に定める生徒以外で､当該競技要項により大会参加資格を満たすと判断され､都道府県高体連が推

薦した生徒について､別途定める規定に従い大会参加を認める｡ 

イ．上記(4)の但し書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は、同一競技3回限りとする。 

[大会参加資格の別途に定める規定] 

1 学校教育法第72条､115条、124条及び134条の学校に在籍し､都道府県高等学校体育連盟の大会に参加を認められ

た生徒であること。 

2 以下の条件を具備すること｡ 

(1)大会参加資格を認める条件 

ア (公財)全国高等学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し､それを尊重すること。 

イ 参加を希望する特別支援学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校にあっては､学齢､修業年限ともに高等

学校と一致していること｡また､広域通信制連携校の生徒による混成は認めない｡ 

ウ 各学校にあっては､都道府県高等学校体育連盟の予選会から出場が認められ､全国大会への出場条件が満た

されていること｡ 

エ 各学校にあっては､部活動が教育活動の一環として、日常継続的に責任ある顧問職員の指導のもとに適切に

行われており､活動時間等が高等学校に比べて著しく均衡を失していず､運営が適切であること｡ 

(2)大会参加に際し守るべき条件 

ア 全国高等学校総合体育大会開催基準要項を遵守し､競技種目大会申し合わせ事項等に従うとともに､大会の

円滑な運営に協力すること｡ 

イ 大会参加に際しては､責任ある職員が引率するとともに､万一の事故の発生に備えて傷害保険に加入してお

くなど､万全の事故対策を講じておくこと｡ 

ウ 大会開催に要する経費については､応分の負担をすること｡ 

 

全日本高校男子・女子選手権大会 

(1)選手は学校教育法第1条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍する生徒であること。但し、

休学中、留学中の生徒は除く。 

(2)選手は都道府県高等学校体育連盟に加盟している高等学校生徒で当該競技実施要項により全国大会への参加資格

を得たものに限る｡ 

(3)当年度公益財団法人日本バレーボール協会登録規定により「高等学校」としてそれぞれ有効に登録された選手で

構成されるチームであること｡ 

(4)平成6(1994)年4月2日以降に生まれた者。（平成25年度大会の場合）但し､出場は同一競技３回までとし、同一学

年での出場は１回限りとする｡ 

(5)チーム編成においては全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない｡ 
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(6)統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 

(7)転校後6ヶ月未満の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれに準ずる）但し､一家転住などの理由によりやむ

を得ない場合は､都道府県高等学校体育連盟会長の認可があればこの限りではない。 

(8)出場参加する選手は､あらかじめ健康診断を受け､在籍する学校長及び所属高等学校体育連盟会長の承認を必要と

する｡ 

(9)学校教育法第1条に規程する高等学校以外の参加については、全国高校総体参加基準要項に準ずる。 

 

全国高校定時制・通信制大会 

(1)定時制通信制高等学校に在学する生徒（一部の教科・科目の履修を目的とする者は除く）で、学校長及び都道府

県高体連会長の承認を得て選出された者とする。 

(2)当年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により「高等学校」としてそれぞれ

有効に登録された選手で構成されるチーム。 

(3)当該年度に、全国高等学校総合体育大会（各地区大会を含む）出場者は除く。 

(4)本大会参加は４回（但し、３年制に在学する生徒は３回）までとする。 

(5)年齢制限はない。 

(6)参加選手はあらかじめ健康診断を受けること。 

 

全日本中学校選手権大会 

(1)参加者は都道府県中学校体育連盟加盟の中学校に在籍し，当年度全日本中学校バレーボール選手権大会要項によ

り全国大会参加資格を得た者に限る。 

(2)年齢は、平成10(1998)年4月2日以降に生まれた者に限る。（平成25年度大会の場合） 

(3)前項以外の生徒が参加を希望する場合は、当年度6月30日までに都道府県中学校体育連盟を通して（公財）日本中

学校体育連盟に申し出ること。 

(4)各ブロックの予選を経て、代表権を得たチームおよび開催地１チームとする。但し，「全国中学校体育大会合同チ

ーム参加規定」に基づき合同チームでの参加ができる。 

(5)当年度全国中学校体育大会夏季大会の他の競技に出場していない者。 

(6)参加資格の特例は、次の通りとする。 

①学校教育法第134条の各種学校(１条校以外)に在籍し、都道府県中学校体育連盟の予選大会に参加を認められ

た生徒であること。 

②参加を希望する各種学校は以下の条件を具備すること。 

１）全国大会の参加を認める条件 

ア．（公財）日本中学校体育連盟の目的及び長年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。 

イ．生徒の年齢及び修業年限が我国の中学校と一致している単独の学校で構成されていること。 

ウ．参加を希望する学校にあっては、運動部活動が学校教育の一環として、日常継続的に当該校顧問教員の指

導のもとに、適切に行われていること。 

２） 全国大会に参加した場合に守るべき条件 

 ア．全国大会開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項等に従うとともに、大会の円滑な運

営に協力すること。 

イ．全国大会参加に際しては、責任ある当該校校長または教員が生徒を引率すること。また、万一の事故発

生に備え、傷害保険等に加入するなどして、万全の事故対策を立てておくこと。 

ウ．大会開催に要する経費については、必要に応じて、応分の負担をすること。 



 
-15- 

全国都道府県対抗中学大会 

(1)各都道府県の中学校に在学する生徒で､同一都道府県内で選抜されたチームであり、各都道府県バレーボール協会

長から推薦されたチームであること。 

(2)当年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により「中学校」としてそれぞれ有

効に登録された選手で構成されるチームであること。 

(3)原則として３年生を対象とする。 

(4)申込み日現在、満１６歳以下の者であること。 

 

全日本小学生大会 

(1)当年4月1日現在12歳未満の者で、当年5月1日現在､国・公・私立の小学校および各種学校に在籍している者。 

(2)当年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規定」に基づき、当年4月1日以降､全国大会

申込締切日までに登録を済ませていること｡ 

  但し、この都道府県大会中、他チームから登録され、その後移籍した者についてはこれを認めることはできない。 

(3)都道府県大会の結果、各都道府県バレーボール協会長の推薦したチームであること。 

 (注)北海道は南北２分し男女各１チーム､他は男女各１チームとする｡但し､開催地(東京)は別に男女1チームを加

える｡ 

全国高等専門学校体育大会 

(1)高等専門学校に在学中の学生であること。但し、専攻科の学生は除く。 

(2)当年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により「高等専門学校」としてそれ

ぞれ有効に登録された選手で構成されるチームであること。 

(3)各地区予選会において選出されたチーム及び開催校(男子のみ)。 
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８ 主要役員の編成基準 

 

大会名誉会長、大会名誉副会長、大会会長、大会副会長

基準 競技会 大会名誉会長 大会名誉副会長 大会会長 大会副会長

（１）
組織委員会を有せず
JVAが直接主催する競
技会

天皇杯皇后杯
9全日本総合

置かない 置かない ＪＶＡ会長 主管協会副会長

（２）
JVAが共催団体と組織
委員会を構成して開催
する競技会

黒鷲旗
小学生大会
JOCカップ
春高バレー
全国ママさん

当該組織委員会の推薦 当該組織委員会の推薦 当該組織委員会の推薦 当該組織委員会の推薦

（３）
JVAが全国組織を持つ
加盟団体と共催する競
技会

69クラブカップ
9実業団
9全国社会人
インターハイ
定通大会
高専
全中
インカレ

ＪＶＡ会長 置かない 当該加盟団体の会長
主管協会会長及び

当該加盟団体副会長

大会委員長、大会副委員長

基準 競技会

①
JVAが補助対象とする
競技会

9全日本総合
6・9クラブカップ
9実業団
9社会人

②
JVAが補助対象とせず
実行委員会を有する競
技会

黒鷲旗
小学生大会
JOCカップ
春高バレー
全国ママさん

③
JVAが全国組織を持つ
加盟団体（高校・中学）
の競技会

インターハイ
定通大会
高専
全中

④
JVAが全国組織を持つ
加盟団体（大学）の競
技会

インカレ

⑤
JVAが日本体育協会と
主催する競技会

国体
マスターズ

大会委員長

主管協会理事長（もしくは専務理事）

当該実行委員会の実行委員長

高体連の専門部長・中体連の専門委員長

全国組織を持つ加盟団体が選出したJVA理事

ＪＶＡ国内事業本部長

大会副委員長

ブロック理事長（大会開催ブロック）
全国組織加盟団体理事長

主管協会副理事長

当該実行委員会の推薦

当該加盟団体及び主管協会の推薦

当該加盟団体及び主管協会の推薦

国内競技委員会委員長
ブロック理事長（大会開催ブロック）
主管協会理事長（又は専務理事）
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１．大会委員長 

大会委員長は，競技会の代表として、会務を統括し、本大会を開催する。 

 

２．大会副委員長 

大会副委員長は、大会委員長を補佐し，委員長に支障あるときは，代わって会務を処理する。 

 

３．大会競技委員長 

(1)ＪＶＡが補助対象とする競技会（大会委員長の項参照）は、主管協会が推薦しＪＶＡの承認によるものとする。 

(2)ＪＶＡが補助対象とせず、実行委員会を有する競技会（大会委員長の項参照）は、当該実行委員会が薦し、ＪＶＡ

の承認によるものとする。 

(3)ＪＶＡが補助対象とせず、全国組織をもつ加盟団体と共催する競技会は、当該加盟団体が推薦し、ＪＶＡの承認に

よるものとする。 

(4)国民体育大会は、ＪＶＡの直接指名によるものとする。 

 

４．大会競技副委員長 

(1)組織委員会を有せず、ＪＶＡが直接主催する競技会（大会会長の項参照）は、主管協会が選出する。 

(2)ＪＶＡが共催団体と開催する競技会（大会会長の項参照）と、全国組織をもつ加盟団体と共催する競技会（大会会

長の項参照）は、実行委員会を有する場合は当該実行委員会が、実行委員会を有しない場合は当該主管協会が、大会

競技副委員長を選出する。 

 

５．大会審判委員長 

 全競技会に対して、ＪＶＡが指名した者とする。 

 

６．大会審判副委員長 

(1)組織委員会を有せず、ＪＶＡが直接主催する競技会（大会会長の項参照）と、ＪＶＡが全国組織をもつ加盟団体と

共催する競技会（大会会長の項参照）は、当該主管協会が推薦し、ＪＶＡの承認によるものとする。 

(2)前項にかかわらず、実行委員会を有する競技会は、当該実行委員会が推薦し、ＪＶＡの承認によるものとする。 

 

７．審判員 

 ＪＶＡが主催する競技会には、ＪＶＡ審判規則委員会が推薦する審判員が派遣される。 

 

８．大会総務委員長 

(1)組織委員会を有せず、ＪＶＡが直接主催する競技会（大会会長の項参照）と、ＪＶＡが全国組織をもつ加盟団体と

共催する競技会（大会会長の項参照）は、当該主管協会が推薦し、ＪＶＡの承認によるものとする。 

(2)前項にかかわらず、実行委員会を有する競技会は、当該実行委員会が推薦し、ＪＶＡの承認によるものとする。 

 

９．大会総務副委員長 

(1)実行委員会を有する競技会は、実行委員長が選出する。 

(2)実行委員会を有しない競技会は、主管協会が選出する。 

 

10．その他 

各競技会のＪＶＡ連絡担当者は大会プログラムの大会委員の筆頭に記載する｡ 
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９ 競技・運営役員の組織および業務内容 

 

（１）競技運営組織 

                      ○競技委員会 

大会会長      副会長      大会委員長        大会副委員長        ◎審判委員会 

◇総務委員会   

□広報委員会   

○競技委員会 

          コート主任         コート委員 

用具委員 

競技委員長      副委員長     競技記録主任        エントリー委員  

記録速報委員      記録報道員 

会場主任          本会場委員       記録配布･掲示員 

練習会場委員 

放送委員 

◎審判委員会 

主審 

審判主任          副審 

記録員 

線審委員 

審判委員長     副委員長      補助役員主任        点示委員 

補助委員        モッパー 

技術統計主任        技術統計委員      ボール・リトリーバー 

審判用具主任        用具委員 

◇総務委員会 

式典主任          式典委員 

経理主任          経理委員 

プログラム担当 

総務委員長      副委員長     庶務主任          広告担当 

印刷担当 

受付･接伴主任 

宿泊輸送主任        宿泊輸送委員 

救護主任          救護委員 

□広報委員会 

委員長         副委員長      広報主任          広報委員 

報道委員 
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（２）競技・運営役員の業務内容 

○競技委員会 

１．競技委員長 

(1)競技委員長は、競技会の運営・進行をつかさどり、申込選手の変更、会場の変更、競技会の中止、延期等「競技

運営に関する一切の問題」についての最終決定にかかわる。 

(2)補助対象競技会については、ＪＶＡ競技連絡担当者と密接な連絡をとる。 

(3)競技会に必要な要項・諸注意を作成し、徹底する。 

(4)競技会場、競技会期間、競技会日程を決定する。 

(5)「大会参加申込書」の受理・点検をする。 

(6)「組み合わせ表」の作成及び「組み合わせ抽選」の実施・発表をする。 

(7)「スタッフ変更届」を受理し、点検する。 

(8)競技施設・用具等の設置と点検・準備をし、また撤収する。 

(9)抽選会組合せ結果並びに試合結果の送信。 

(10)競技記録を整理し、保管する。 

(11)各競技委員に業務を分担させ、指揮・統括する。 

 

２．競技副委員長 

競技副委員長は、競技委員長を補佐し、各会場では委員長の代行として、その会場の競技運営にあたる。 

 

３．コート主任 

(1)コートを設置し、コートに関する全ての点検確認を行う。（床面の安全について配慮すること。） 

(2)ネットの高さ、張り具合、ネットの両端の処理。 

(3)サイドバンド・アンテナの位置点検。 

(4)前日までに使用球の確認と割り振り・気圧測定をする。 

(5)プラカード、チームプレート、ラインジャッジフラッグ等の競技用具の管理。 

 

４．競技記録主任 

(1)エントリー受付業務。 

(2)ベンチスタッフ変更一覧表を作成し、競技委員長に渡す。 

(3)競技記録の管理（順位決定等を含む。） 

(4)試合結果の集約と速報板（組み合わせ表）への記入。 

(5)他会場の記録を送受信する（ＦＡＸの利用）。 

(6)試合結果を速報用紙に転記し、役員・チーム・報道主任に配布する。 

(7)競技記録の速報として、ＪＶＡ携帯サイトに送信する。 

(8)点示用チーム名の作成（観客席からチーム名がわかるように大きく書く。） 

 

５．会場主任 

(1)競技・練習会場等の施設の統括。 

(2)本会場における競技会名称の「看板」および「旗」の位置を確認する。 

(3)競技場内の諸規則（採光・換気等）に留意する。 

(4)練習コート割当表の作成と配布（参加チームヘ送付）。 

(5)放送委員の伝達放送を指導・援助する。 
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◎審判委員会 

１．審判委員長 

(1)審判委員長は、審判規則が厳守されるよう監視し、規則の解釈の問題、疑義の発生等のすべての競技上の問題に

ついて決定する。 

(2)各試合の審判員と記録員を割当てする。 

(3)大会前日までに試合球を点検し、サインする。 

(4)各競技会場を点検する。 

(5)試合中はコントローラーとして着席し、試合終了後は当該審判員の指導助言にあたる。 

 

２．審判副委員長 

(1)審判委員長を補佐し、各競技会場にあっては、審判委員長の代行としてその任務にあたる。 

(2)審判研修会の会場、役員、モデルチーム等の準備および運営にあたる。 

 

３．補助役員主任 

線審員、点示員、モッパー、ボール･リトリーバーの指導養成にあたり大会当日の割当表を作成する。 

 

４．技術統計主任 

(1)技術評価の判定および集計を統括。 

(2)ＪＶＡの主催する６人制競技会では、原則として準決勝よりＪＶＩＳ(ＪＶＡ技術統計)を導入する｡ 

 

５．審判用具主任 

審判業務に必要な一切の用紙および用具確認。 

 

◇総務委員会 

１．総務委員長 

総務委員長は、競技・審判に関する事項以外のすべてを統括し、掌握する。 

 

２．総務副委員長 

(1)総務副委員長は、委員長を補佐し、総務委員との連絡・調整にあたる。 

(2)外部関係団体との連絡・調整にあたる。 

(3)競技・運営役員、捕助員の出欠の確認。 

(4)その日の全試合終了後、反省会を行う。 

 

３．式典主任 

(1)式典方法（開・閉会式）の企画立案および実施。 

(2)表彰関係全般の準備と確認。 

(3)集団演技の企画及び運営を掌握する。 

 

４．経理主任 

(1)大会運営諸経費の支出に関する事項の統括。 

(2)各種経費の支払。 

(3)大会運営費決算書の作成。 
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５．庶務主任 

(1)大会プログラムおよびプログラム掲載広告の募集、整理をする。 

(2)協賛企業等の整理と領収書、礼状の発送。 

(3)大会の報告書を作成し、関係機関へ配布する。 

 

６．受付・接伴主任 

(1)役員及び関係者の受付業務の統括。 

(2)接伴業務の統括 

 

７．宿泊輸送主任 

(1)宿泊申込の整理とまとめ。 

(2)輸送の対象は、大会役員等とし、チームヘは交通案内とする。 

 

８．救護主任 

競技中の負傷についての応急処置および医療機関との連絡調整にあたる。 

 

□広報委員会 

１．広報委員長 

報道および広報に関する全ての事項を統括し、掌握する。 

 

２．広報副委員長 

広報委員長を捕佐し、広報及び外部関係団体との連絡調整にあたる。 

 

３．広報主任 

(1)報道関係者との折衝にあたる。 

(2)広報資料等を作成し報道関係者に提供する。 

(3)ＰＲ活動の計画・実施。（観客動員を考慮する。） 

(4)印刷された記録等を報道関係者に配布。 

 

[備考] 報道関係者への対応 

開催地協会は報道担当者を決め、報道に携わる関係各社の記者及びそのカメラマンについて、取材の機会とその

場所を可能な限り提供する。 

 

(1)競技会開催前に競技会の案内をし、広報活動につとめる。 

(2)競技会当日、会場玄関に報道関係者受付を設定し、当日来場した報道関係者に大会プログラムを渡し、プレスル

ーム及びプレス席へ案内をする。 

(3)コートサイド最前列にプレス席を設置する。 

(4)記者席の近くにプレスルームを配置し、報道関係者の便宜を図る。 

(5)報道用電話、ＦＡＸ等は試合が終了しても報道記者が原稿を送るまで使用可能な状態に保ち、かたづけるときは

当日来場している報道記者に確認する。 

(6)担当者は報道記者の仕事が終わるまで、不便のないように手助けをする。 

(7)共同通信社と時事通信社の記者が取材に来場しなかった場合は試合終了後、直ちに試合結果を連絡する。上記２

社の記者が取材に来場している場合でも、一応それぞれの記者に連絡の有無を確認する。 
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10 危機管理 

 

 国内競技会及び講習会・研修会における危機管理について 

 

 ＪＶＡ主催の国内競技会及び講習会・研修会等各種国内事業において、自然災害、火災、停電、急病人（食中毒・インフルエ

ンザなど）、怪我人等関係者（選手、参加者、モデルチーム、役員及び講師、観客等以下同じ）の生命の危機にもかかわる予期

せぬ事態の発生に際し、事前に関係者に適切な対処方法を伝えておくとともに、当日、現場においてそのような事態が発生した

場合には、速やかにその対処方法を関係者に伝達し、安全が確保されるよう、下記記載の事柄を実施していただきますようお願

いいたします。 

 

１．ＪＶＡ主催国内競技会及び講習会・研修会で、危機管理担当者（大会役員）を決め、事業開始までに、避難動線、対応策等

を必ずチーム、役員、観衆等に連絡すること。特に、観客には会場アナウンスで危機管理の対応を知らせる。  

２．大会委員長および危機管理担当者は、事業前日までに会場担当者と下記の内容で危機管理の打ち合わせをすること。  

1) 急病人・怪我人の手当てについて  

①会場での救急手当てができる部屋を確保  

②事前に救急病院をチェック（事業の実施が休・祝日に開催されることが多いため。）  

③状況により救急車を要請  

④急病人が出た場合は、会場に医者はいないかアナウンス等で確認  

2) 地震・台風等の自然災害・火災対策について  

①避難経路、避難場所の確認、誘導（動線）の方法を明確にして、選手、チーム役員、役員、観客の安全を確保  

②基本的に政府及び自治体からのニュースを収集して適切に対応  

3) 停電・節電対策について  

①会場担当者と事前に話し合いをして対応策を検討  

②停電や節電で空調（冷房）が使えない場合、通気、換気を充分に行う  

③水分補給を促す（熱中症対策）  

4) 事故(会場施設の破損等）対策について  

①避難経路、避難場所の確認、誘導（動線）の方法を明確にして、選手、チーム役員、観客の安全を確保  

②会場担当者と連絡を取り、適切な対応をする  

5) 保険の加入について  

①主催者として、参加者を対象とした死亡・入院・通院等の傷害保険に加入する  

②開催要項等において傷害保険の加入及びその担保内容を明記  

③応急措置並びに傷害保険以上の対応はできない旨を十分理解して参加するよう事前に周知する  

6) 会場で使用する施設・設備の安全を事業前日までにチェックをし、関係者に徹底する  

7) 上記以外についても、各開催地・会場で想定される事項については対応を確認しておく  

①代表者会議、開会式、および緊急時のアナウンス原稿の作成  

②プログラムに避難経路略図の掲載  

③避難経路看板の設置  

④別紙 チェックリストを活用し細目の点検 など  

⑤事業の中断、中止、再開、延期等については、安全を最優先に、速やかに判断・伝達する。 
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Ⅱ 競技会の運営 

１ 諸会議 

 

１．委員長会議 

  委員長会議は、原則として試合前日の午前１１時より大会委員長の主宰のもとに開催する。 

(1)出席者 

①開催地代表 

②大会委員長（副委員長） 

③競技委員長（副委員長） 

④審判委員長（副委員長） 

⑤総務委員長（副委員長） 

⑥その他、ＪＶＡ連絡担当者、加盟団体からの派遣役員及び特に必要な係の主任 

(2)次第（進行：総務委員長） 

①あいさつ 大会委員長 

②歓迎のことば（必要であれば） 開催地代表 

③競技上の確認事項 競技委員長 

④審判上の確認事項  審判委員長 

⑤連絡事項  総務委員長 

・開閉開式  担当者 

・宿泊関係等              担当者 

２．競技研修会（含抽選会リハーサル） 

原則として試合前日１３時より競技委員長主宰のもとに、競技委員が参加して抽選会のリハーサルを含めて、競技研修会を

開催するものとする。 

競技委員は、この競技研修会に必ず参加しなければならない。 

３．審判研修会 

原則として試合前日１３時より審判委員長主宰のもとに、全審判員が参加して審判研修会を開催するものとする。主管団体

はその日時・場所をあらかじめ各審判員に通知するとともに、審判実習に必要なチームを用意するものとする。審判員は、

この審判研修会に必ず参加しなければならない。 

４．代表者会議 

代表者会議は、原則として試合前日の１５時より参加チームの代表者を集めて次の次第により、大会委員長の主宰のもとに

開催するものとする。（各チームは、スタッフの変更、誤字訂正等のこともあるので、監督もしくはそれに代わる責任者が

出席すること。） 

式次第（進行：総務委員長） 

①あいさつ            大会委員長          

②歓迎のことば（必要であれば）  開催地協会の代表      

③競技上の確認事項        競技委員長        

④審判上の確認事項        審判委員長 

⑤連絡事項            総務委員長 

 ・開・閉会式の説明       担当者 

・宿泊、弁当、輸送等の説明   担当者 

⑥質疑応答 
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◎代表者会議における競技上の確認事項 

       代表者会議において、各委員長は下記事項を出場チームに確認を求める。 

１．競技委員長 

(1)競技日程について・・・プログラムＰ（  ）参照 

(2)競技開始時刻について 

(3)試合の方式、第３位決定戦の有無について 

(4)チーム構成について 

(5)スタッフ変更の手続きについて 

(6)体育館の開館時間について 

(7)練習コートについて 

(8)決勝トーナメント戦の抽選会について（会場と開始予定時刻） 

(9)使用球について（ボールメーカーの確認） 

(10)その他、各会場の使用上の注意事項等 

 

２．審判委員長 

(1)本大会は平成 年度公益財団法人日本バレーボール協会（６人制・９人制）競技規則及び競技要項により実施す

る。(特別規則についての説明) 

(2)ワンボール制かスリーボール制か 

(3)プロトコールについて 

(4)ワイピングについて 

(5)ベンチ役員について 

(6)その他 

 

３．総務委員長 

(1)開会式および表彰式・閉会式について 

(2)宿泊、弁当、輸送について 

(3)開催地からチームへの依頼事項 

 

〈備考〉 

・部長・監督・コーチ・マネージャーは下図のとおりのマークを着用しなければならない。 

部 長       監 督       コーチ      マネージャー    トレーナー 

 

 

 

・直径６ｃｍ程度の円台にそれぞれ部・監・Ｃ・Ｍ・Ｔの字をつける。 

・色は自由とし、明確に判別できる位置（左胸部が望ましい）につける。

部 監 Ｃ Ｍ Ｔ 
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［備考］ 競技研修会チェックポイント（例） 

 

１．大会期間中の競技会場の長と副及び係との朝・夕のミーティング計画。 

毎日の問題点を話し合い、解決をはかる場とする。必ず記録をとり開催地の競技委員長がまとめる。（後催地の参考資

料とする。）業務日誌を活用すること。（資料Ⅱ参照） 

２．開館後のコート使用可否のチームへの指示。 

    全チーム公平に：地元チームを有利にすることないように。 

    全会場、○日の開館時刻は８時30分、○日からは８時とする。 

３．フロアーの使用上の注意 

    公式練習以降は、その試合にエントリーされた選手・チームスタッフのみとする。 

４．２コート以上使用の場合の注意（１コート空きの場合） 

    ボールを使用しての練習はパスのみ認める。（ネットを使っての練習は禁止する） 

５．採光、換気（カーテン、直射日光） 

    フリーの時の換気（換気のない場合は会場の温度が上昇する。） 

    朝、温度・湿度・照度をコート中央で測定する。 

６．場内放送の指導・指示：競技委員長の指示の元に（放送主任との連携） 

７．事故発生の時の処理：三役で話し合う。 

８．観客へのサービス 

    満員の時：対応方法を事前に決めておく。 

９．ＴＶ放映の有無・照明は？ 

10．ネット・ボールのチェック（チェック用紙） 

11．記録のチェック（記録用紙）：審判員との連携がよくないと速報が遅くなる。 

    公式記録を記録報道主任に渡してから、審判ミーティングをするよう依頼する。 

12．練習会場計画とチームの到着、計画変更の連絡 

13．報道関係：新聞記者および写真、雑誌社、商業写真（目印は・立ち入り範囲は） 

    取材は自由だが、競技の進行に支障をきたさないよう注意する。原則的にはフリーゾーンの外で行う。 

15．その他 

    ・皇室又は来賓関係への対応 

バレー競技としてどうするのか（試合中・試合前後）、県・市町の統一は、役員はどうお迎えするのか、放送の仕方、

観客の対応は、時間延長もあり得る。 
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≪備考≫ 競技運営上の確認事項（例） 

 

平成（   ）年度 

第（  ）回 全日本（  ）人制バレーボール（     ）選手権大会 

 

競 技 運 営 上 の 確 認 事 項 

大会競技委員長 

 

１．本大会は、平成○○年度公益財団法人日本バレーボール協会○人制バレーボール競技規則及び平成○○年度競技要項により

実施する。 

２．試合はすべて３セットマッチとする。尚、３位決定戦は行わない。 

３．試合開始時刻はプログラムに掲載してある通り、第１試合目のみ設定し、第２試合以降は追い込みで行う。但し、最終日の

み全試合時刻設定で行う。（試合開始時刻はホイッスル時間である。） 

従って、各試合とも５分間の合同練習（パス程度）後、プロトコールにはいる。 

４．試合が連続する場合、前の試合終了後１０分間の休憩を取り、その後合同練習、プロトコールに入る。 

５．本大会の使用球は、○○製カラーボール「（型番号を記載）」を使用する。 

６．チームの構成は、監督・コーチ・マネージャー各１名、選手○○名の計○○名以内とする。 

尚、監督・コーチ・マネージャーの各章は、明確に判別できる位置に付けること。 

（チーム役員の服装は、統一されたものを着用。また、ショート・ハーフパンツも不可） 

７．監督・コーチ・マネージャーのうち 1名以上は、公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度に基づく公認バレーボ

ールコーチ、公認バレーボール上級コーチ、公認バレーボール指導員、公認バレーボール上級指導員のいずれかの資格を有

する者であること。 

８．チームスタッフの変更は、この代表者会議をもって受付終了とするので該当チームは「スタッフ変更届」用紙にて競技委員

会に提出すること。但し、スタッフが変更となる場合、ＭＲＳによるチーム加入一覧表を提出すること。また、スタッフ変

更にて資格所有者が変更となる場合は、資格証のコピーも併せて提出すること。 

なお、選手に関しては一切の変更は認められないが、プログラム記載ミスの場合のみ受付をする。 

変更のないチームも同用紙の［無］に○印を付け、競技委員会に提出すること。 

９．選手のユニフォーム等について、ＪＶＡ公認企業以外のものを着用する場合には予めチームで責任をも 

ってロゴマークが露出しないように処理をすること。 

10．各試合の「エントリー」用紙は、前の試合の１セット終了までにエントリー席に提出すること。開始時刻設定がある場合は、

その３０分前までに提出すること。 

11．自チームの２試合目以降の「エントリー」用紙は、エントリー席に置いてあるので取りにくること。 

12．ライン・アップ・シートは、試合前に担当審判員から渡されるので、公式ウォームアップ時に「２ｎｄレフェリー」に提出

すること 

13．決勝トーナメント戦の組合せ抽選は、グループ戦の全試合終了後、「○○○○○」で行います。 

代表者１名は必ず出席のこと。（○○時○○分開始の予定） 

14．体育館の開館時間は、午前○○時○○分とする。また、体育館の使用規程を遵守すること。 
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２ 競技時間 

 

(1)競技時間は、３セットマッチの場合は、１試合７０分を基準とし、５セットマッチの場合は、１試合１００分を基準と

して、各コートの開始時刻をプログラムに記載するものとする。 

 

(2)競技日程の編成は、３セットマッチの場合１チーム、１日３試合、５セットマッチの場合は、１日２試合を限度とし、

定められた日数の範囲内で施設の状況に応じて主管団体が作成する。 

 

(3)連続試合の場合は、原則として下記の休憩時間（コートを使用しても良いがボールは使わない）を取り、その後合同練

習に入る。 

  ・３セットマッチで２試合連続の場合は１０分、５セットマッチで２試合連続の場合は２０分 

  ・３試合連続の場合は最大６０分 

 

(4)準決勝、決勝は開始時刻を明記し、その他の試合は前試合終了と同時に次試合を開始することができる。 

なお、各試合の開始は、記載された時刻より遅れることはあっても、それより早く開始することはできない。 

 

(5)競技会における試合時間の表示は、最初のサーブ許可のホイッスルの時間とする。 

 

(6)プロトコール開始は、6人制3セットマッチ・9人制の場合は試合開始時刻の11分前、6人制5セットマッチの場合は試合開

始時刻の15分前とする。 

 

《参考》１試合の競技時間は、３セットマッチは７０分、５セットマッチは１００分を基準とし、試合時間は次のように考え

る。 

     《３セットマッチ》         《５セットマッチ》 

第１試合  9:30～           第１試合  9:30～ 

第２試合 10:40～           第２試合 11:10～ 

第３試合 11:50～           第３試合 12:50～ 

第４試合 13:00～           第４試合 14:30～ 

第５試合 14:10～           第５試合 16:10～ 

第６試合 15:20～           第６試合 17:50～ 

第７試合 16:30～          
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３ 開会式・表彰及び閉会式 

 

ＪＶＡが主催する競技会の開会式・表彰・閉会式は下記を基本とする。 

また、吹奏楽演奏等を取り入れ、大会を盛り上げることが望ましい。 

 

表彰・閉会式については競技終了後、可能な限り早く（２０分～３０分後）実施し、観客やチームを長時間待たせないように

心がける。(観客、選手には放送等により開始時刻を通告する) 

 

（１）次第 

 

◇ 開会式 

(1)案内放送 

(2)開式通告 

(3)選手入場 

(4)開会宣言 

(5)旗掲揚（国旗・ＪＶＡ旗・開催地協会旗等） 

(6)返還・レプリカ授与 

（優勝旗・優勝杯・芳名録等） 

(7)挨拶（代表１～２名） 

(8)選手宣誓 

(9)閉式通告 

(10)選手退場 

※ チームは全員が統一された服装で参加すること。 

 

◇ 表彰及び閉会式 

(1)案内放送 

(2)開式通告 

(3)選手入場 

(4)成績発表（大会によっては省略してもよい。） 

(5)表彰（チーム表彰・個人表彰） 

(6)挨拶 

(7)旗降納 

(8)閉会宣言 

(9)閉式通告 

(10)選手退場 

※ 入賞したチームは必ず参加すること 

※ チームは統一された服装で参加すること。 

 

◇ コート表彰 

表彰は都合によってコート表彰を行うことがで

きる。 

（２）開閉会式の隊形例 

ここでは例として各図を示す。来賓、主催者、競技役員、吹奏楽隊等の配置は下記の例を参考に、開催地及び主催競技

団体で協議の上決定し、委員長会議等で周知、確認すること。 

・開会式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※選手に向かって左側を上位とする考え方による。 

選手整列
（キャプテンを先頭に、身長順もしくは背番号順で）

演台

主催者 競技役員
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閉会式（４チーム参加の場合） 

 

※選手に向かって左側を上位とする考え方による。 

・コート表彰（例） 

 

①試合終了後コート上のメンバーは主審の合図で握手を交わす。 

②握手終了後、選手全員（ベンチの選手を含む）がエンドライン上

に再度整列する。ベンチスタッフ、記録員はその場で起立する。 

③授与者（Ａ）は先導（Ｂ）と共に整列した選手のそばまで行く。 

④放送により必要な人数の表彰者が授与者のもとに行き、表彰を受

ける。このとき表彰を受けないチーム及び役員は拍手で讃える。 

⑤表彰終了後、主審はチームがベンチに戻るよう吹笛する。 

 

 

※コート表彰の方法は一例であり、大会毎にアレンジすること。コート上で選手が長い時間待たないように準備すること。 

 

（３）表彰物品と表彰者の確認 

 ＪＶＡの主催する各大会の表彰の内容は別掲の通りとするが、各開催地は年度当初にＪＶＡ事務局及

び共催する各団体と、確認・申請の連絡をとる。 

 前年度優勝チームと連絡を取り、優勝旗等返還されるものを必ず持参するよう確認する。 

 開閉開式の出席者の人選を行い、事前に出席の確認をする。 

 挨拶・表彰・選手宣誓を行う人に事前に連絡を取る。 

 表彰の順番や手順の確認を行い、放送等各担当と連携してリハーサルを十分行う。 

 賞状の筆耕を依頼、打合せを行う。 

 

※表彰状の表記について 

ＪＶＡ主催全国大会における表彰状の表記はすべて、「優勝」・「準優勝」に統一することとする。ただし、大会規程

等により表記が別に定められている場合にはそれに従うこととする。 
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［備考］表彰式サンプル 

表 彰 式 

（サンプル） 

内  容                              授 与 者 

 

１．優勝（８名） 

  (1)○○バレーボール協会 

    ①賞状 ②優勝杯 ③芳名録 ④ウイニングボール   男(     ) 女(     ) 

(2)○○バレーボール連盟 

    ①賞状 ②優勝トロフィー又は優勝楯        男(     ) 女(     ) 

(3)○○新聞社 

    ①賞状 ②優勝トロフィー             男(     ) 女(     ) 

 

 

 

２．準優勝（５名） 

  (1)○○バレーボール協会 

    ①賞状 ②記念ボール               男(     ) 女(     ) 

(2)○○バレーボール連盟 

    ①賞状 ②準優勝楯                男(     ) 女(     ) 

(3)○○新聞社 

    ①賞状                      男(     ) 女(     ) 

 

 

 

３．第３位（５名ずつ） 

  (1)○○バレーボール協会  

    ①賞状 ②記念ボール               男(     ) 女(     ) 

(2)○○バレーボール連盟 

    ①賞状 ②第３位楯                男(     ) 女(     ) 

(3)○○新聞社 

    ①賞状                      男(     ) 女(     ) 

 

 

 

４．○○バレーボール協会より優勝チーム選手に 

  トロフィー授与（選手の所へ行って授与する）      男(     ) 女(     ) 

 

 

 

５．○○○バレーボール連盟より優勝、準優勝、     優 勝 男(     ) 女(     ) 

  第３位の各チームの選手に金、銀、銅メダルを授与  準優勝 男(     ) 女(     ) 

  （選手の所へ行って授与する）           第３位 男(     ) 女(     ) 

                           第３位 男(     ) 女(     ) 
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《備考》 

国旗等の配列（向かって左から）・・・（注）○内の数字は、配列の優先順位を示す。 

 

２本  国 旗  ＪＶＡ旗 

①        ② 

 

３本 ＪＶＡ旗  国 旗  共催旗 

②        ①        ③ 

 

４本  共催旗  国 旗  ＪＶＡ旗  開催地協会旗 

③         ①         ②            ④ 

 

５本 開催地協会旗 ＪＶＡ旗 国 旗 共催旗 市町村･後援団体旗 

④                ②            ①          ③               ⑤ 

 

６本 市町村･後援団体旗 共催旗 国旗 ＪＶＡ旗 開催地協会旗 その他旗 

⑤                    ③        ①         ②               ④                 ⑥ 

※中央を基準とし、左側を上位を原則とした考え方による。 
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４ リーグ戦形式の順位決定方法 

 

 リーグ形式では、次の採点法を用いて順位を決定する。 

 

  勝者―２点，敗者―１点，棄権または没収―０点 

 

この方法によって、２つあるいはそれ以上のチームが同点となった場合は、下記の方法によって順位を決定する。 

①セット率（取得したセットの総数を、喪失したセットの総数で除したもの）が高いほど高順位とする。 

 

                  全試合の取得したセット総数 

          セット率＝ 
                          全試合の喪失したセット総数 

 

②前項の計算によってもなお同順位を生じた場合 

ポイント率（全試合の総得点数を全試合の総失点数で除したもの）が高いほど高順位とする。 

 

                  全試合の総得点数 
                 ポイント率＝ 

                           全試合の総失点数 

 

③前２項の計算を行ってもなお同順位がある場合、次の方法による。 

（ａ）２チームの場合は、相互の試合の勝チームが上位となる。 

（ｂ）３チーム以上の場合は、当該大会の大会委員長、競技委員長、審判長が順位の決定方法を決定する。 

 

④Ｖ・プレミアリーグ、Ｖ・チャレンジリーグは、実行委員会の規定による。 

 

 

 



－34－ 

５ 競技記録の記入方法 

 

没収試合の場合は、得点の右側に「没」の略字を記入、棄権の場合は、得点を記載せず「棄権」と記入する。 

〔例〕 

25- 8 

                 ２            ０                                棄 権 

25- 0没 

 

下図のように横書きで表記する場合、勝チームの得点を左側に記入すること。縦書きで表記する場合には、それぞれの

得点及びセットをそのチーム側に記入する。出場チーム数の少ない場合には縦書きで、多い場合には横書きで表記するこ

とが望ましい。 

また、トーナメント戦の組合せ表、勝チーム側ラインに太線を入れ、中央に優勝（第１位）チーム名を記載すること。 

 

横型の場合、勝者の得点を左に書く。 

 

       ①                                        ⑤ 

25-10                                                      25-10 

2          0                                              2           0 

25- 8                                                      25-22 

②                 25-23                        20-25                 ⑥ 

2    23-25   1                2   25-17    1 

③                 25- 6         25-11          25-17                 ⑦ 

25- 3                     2           0                    25-16 

2          0                     25-15                    2           0 

25-12                                                      27-25 

④                                                               ⑧ 

 

縦型の場合、それぞれの側に得点を書く。 

 

 

 

 

 

 

優
勝
○
○
チ
ー
ム 

（
○
年
ぶ
り 

○
回
目
） 

優
勝

① ② ③ ④

○
○
チ
ー
ム

（
○
年
ぶ
り
○
回
目
）

25－23
1 23－25 2
20－25

25 －23
2 0
25 －23

25 － 20
1 23 － 25 2

28 － 30
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６ シード（シードの原則・各競技会のシード） 

 

(1)競技会シードの原則 

①前年度当該大会より１年間の成績を資料とし、主として第３位以上のチームを対象とする。（ただし国体を除く） 

②当該大会に関連する近接の大会成績を尊重する。 

③当核大会においてシードに関する独自の内規がある場合は、これを優先する。 

④各競技会におけるシードチーム数は最大８を原則とし、その数および，順位は、国内競技委員会が決定する。 

⑤シードチーム名、およびその順位は、代表者会議の際、組み合わせ抽選に先立って当該大会競技委員長より発表

される。 

⑥トーナメントにおけるシードチームの位置は、次のとおりとするが、同順位の場合は抽選によってその位置を決

定する。なお、補助対象競技会においては、国内競技委員会が定めたシードの次位のシード位置に、開催地上位

チームを入れることができる。この場合、このチームがグループ戦に１敗しトーナメント戦に復活してもその位

置は変わらない。 

 

 

                   ①                       ③ 

Ａゾーン                              Ｃゾーン 

 ⑧                    ⑥  

 ⑤                    ⑦ 

Ｂゾーン                              Ｄゾーン 

 ④                    ②   

 

 ⑦シードチームがグループ戦において１敗し、トーナメント戦に復活出場したときは、シードの資格を失う。また、

シード順位を繰り上げることはない。 

 

(2)各競技会のシード方法 

《９人制競技会》 

①全日本総合男子・女子選手権大会 

ア シードは２～８チームを原則とするが４チームが好ましい。 

イ シードの対象チームは前年度当該大会、及び当年度実業団選手権大会、クラブカップの各選手権大会の各 

ベスト４のチームを対象とする。 

ウ 前年度総合選手権については、優勝７点、準優勝５点、第３位に３点を与える。 

当該年度の実業団選手権大会、クラブカップ選手権大会において優勝５点、準優勝３点、第３位に１点を与

える。その総取得点により、順位を決定する。 

 同点の場合は当年度の大会の成績を優位とする。（当年度の成績も同点の場合は抽選とする） 

エ シードチームが不参加の時はシードの順位を繰り上げる。 

 

②全日本実業団男子・女子選手権大会 

ア．シード数は１～８を原則とする。 

イ．シードの対象チームは前年度全日本９人制バレーボ一ル実業団男子、女子選手権大会および「櫻田記念」 

全日本９人制バレーボール実業団選抜男女優勝大会の各ベスト４のチームを対象とする。 
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優勝チーム７点、準優勝チーム５点、第３位チーム３点を与え、取得合計得点により順位を決定する。ただ

し、同点の場合は、「櫻田記念」全日本９人制バレーボール実業団選抜男女優勝大会の成績を優先とする。

なお同点の場合はシード委員会が抽選により決定する。 

 

③全国社会人男子・女子優勝大会 

原則としてシードは行わない。 

 

④全日本クラブカップ男子・女子選手権大会 

前年度大会の上位４チームをシードする。シードチームが不参加の場合はシード順位を順次繰り上げる。 

グループ戦における端数処理については、1・2番目については第1・2シードを、３番目については開催地第１代

表をあてる。 

 

《６人制競技会》 

  ①黒鷲旗全日本男子・女子選抜優勝大会 

シードチーム数は８チームとし、第１シードから第４シードはプレミアリーグの上位チーム、第５シードから第

８シードはプレミアリーグの下位チームとする。 

 

②全日本クラブカップ男子・女子選手権大会 

前年度大会の上位４チームをシードする。シードチームが不参加の場合はシード順位を順次繰り上げる。 

グループ戦における端数処理については、1・2番目については第1・2シードを、３番目については開催地第１代

表をあてる。 

 

③スーパーカレッジ男子・女子大学選手権大会 

  スーパーカレッジ開催要項を参照のこと。 

 

④全国高校総合体育大会 

ア．シード数は１～４を原則とする。前年度大会（総体及び選手権）のベスト８をシードの対象とする。 

イ．優勝チーム８点、２位チーム５点、３～４位チーム３点、５～８位チームに１点を与える。 

さらに総体に優勝したチームが全日本高校選手権に参加した場合は、１点を加え、取得総得点により順位を

決定する。だだし、同得点の場合は、近接大会の成績を優位とし、なおも同得点の場合は抽選により決定す

る。 

ウ．開催地の上位チームを第５シードの位置とする。ただし、上位シードチームの位置が変更になった場合（敗

者戦で権利を失った時など）もその位置は変わらない。また、上位にシードされた場合は適用しない。 

 

⑤全日本高校男子・女子選手権大会 

ア．シードチームは４チームを原則とする。 

イ．前年度の本大会、当該年度の全国高校総体の上位８チームをシードの対象とする｡ 

○１位に８点､２位に５点､３～４位に３点､５～８位に１点の得点を与える｡ 

更に前年度の本大会に優勝し、本年度の全国高校総体に参加したチームには、１点を与え取得総得点数の

多い順に４チームをシードする｡同点の場合は最も近接する大会の上位チームを優位とするが､なお同点の

場合は､抽選により決定する。 
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ウ．開催地の上位チームを第５シードの位置とする｡但し､上位にシードされた場合は適用しない｡ 

 

⑥全国高校定時制・通信制大会 

前年度３位までの４チームをシードする。また開催地上位チームを第５シードの位置に入れる。 

 

⑦全日本中学校選手権大会 

原則としてシードは行わない。 

 

⑧全国都道府県対抗中学大会 

原則としてシードは行わない。 

 

⑨全日本小学生大会 

原則としてシードは行わない。 

 

⑩全国高等専門学校体育大会 

ア．男子は、前年度大会上位４校をシードする。 

イ．女子は、前年度大会上位２校をシードする。 

ウ．シードの権利は当該校が有し、異なるチームが地区代表になった場合にはシードの対象とはしない。 
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７ 抽選方法（抽選の原則・各競技会の抽選） 

 

１.抽選の原則 

組合せの抽選は、当該大会競技委員長が主宰して後記各項により、参加チーム代表が定められた順位に従ってこれを

行う。 

(1)グループ戦の場合は、抽選によって４チームのグループに分けるが、同一都道府県、ならびにシードチームは、同

じグループにしないものとする。端数を出したときは次の順位によりグループ戦から除くものとする。〈全国社会人

を除く。〉 

①１チームの場合：第１シードチーム 

②２チームの場合：第１シードチーム、第２シードチーム 

③３チームの場合：第１シードチーム、第２シードチーム、第３シードチーム又は、開催地代表上位チーム 

   

(2)グループ戦を採用した決勝トーナメント戦の抽選は次による。 

シードチームの位置を決定したのち、前記(1)項に準じて抽選した結果、グループ戦で対戦したチーム同士となっ

た場合も、これを変更してはならない。また､シードチームがグループ戦で１敗し復活出場した場合は、そのシー

ド権を失う｡ 

 

(3)トーナメント戦の場合は、同一都道府県から２チーム以上参加しているときは、それらのチームを次のようなゾー

ンに分ける。 

２チームのとき ２分の１ゾーン 

３～４チームのとき ４分の１ゾーン 

５～８チームのとき ８分の１ゾーン（左：右が平等化するように配慮する。） 

９チーム以上のとき 16分の１ゾーン（左：右が平等化するように配慮する。） 

 

２.各競技会の抽選方法 

《９人制競技会》 

①全日本総合男子・女子選手権大会 

Ａ．グループ戦 

(1)同一都道府県並びに同一ブロックのチームは同一グループにしないこととする。 

(2)各組が均等になるように配慮しつつ抽選を行う。 

(3)抽選はまずシードチームの抽選を行う。続いて、ブロックの抽選順を決めたのち、ブロック内の抽選を行う。 

(4)ブロック内の抽選は北から順に行い、同一都道府県内はプログラム記載順に行う。 

Ｂ．トーナメント戦 

(1)まずシードチームの位置決定を行う。 

(2)次にゾーンの説明を行い、同一都道府県チームの数の多いところより行い、同数の場合は南より行う。 

(3)同一都道府県内は、プログラム記載順に抽選順を決めた後、本抽選を行う。 

(4)最後にフリーチームの抽選を南から､抽選順を決めた後、本抽選を行う。 
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②全日本実業団男子・女子選手権大会 

(1)日本実業団連盟の推薦チーム（シード）は、グループ戦には参加しない。 

(2)グループ戦は、シードチームを除いた参加チームの端数処理を行う。 

次に同一都道府県・同一企業チームの数の多いところより行い、同数の場合は北より行う。同一都道府県内

は、プログラム記載順に、同一企業は北より行う。 

最後にフリーチームの抽選を北から、抽選順を決めた後、本抽選を行う。 

(3)トーナメント戦は、まずシードチームの位置決定を行う。 

次にゾーンの説明を行い、同一都道府県・同一企業チームの数の多いところより行い、同数の場合は、南よ

り行う。同一都道府県内は、プログラム記載順に、同一企業は南より行う。 

最後にフリーチームの抽選を南から､抽選順を決めた後、本抽選を行う。 

 

③全国社会人男子・女子優勝大会 

Ａ．グループ戦 

(1)４チームの端数を生じたときは、３チームのリーグ戦を行い、順位に従って上位２チームを決勝トーナメ

ント戦に出場させる。 

(2)抽選順序は.同一都道府県の多い順、かつ北から南の順、同一都道府県の抽選順はプログラム記載順とする。 

(3)抽選は、抽選順序の抽選、組（又はゾーン）の抽選、位置No.抽選の順序に３回行う。 

Ｂ．トーナメント戦 

(1)次にゾーンの説明を行い、同一都道府県チームの数の多いところより行い、同数の場合は南より行う。 

(2)同一都道府県内は、プログラム記載順に抽選順を決めた後、本抽選を行う。 

(3)最後にフリーチームの抽選を南から､抽選順を決めた後、本抽選を行う。 

 

④全日本クラブカップ男子・女子選手権大会 

Ａ．グループ戦 

(1)まず、端数処理を行う。 

(2)次に、シードチームの抽選を行う。 

(3)続いて、同一都道府県チームの数の多いところより行い、同数の場合は北より行う。同一都道府県の抽選

順はプログラム記載順とする。 

(4)最後にフリーチームの抽選を北から抽選順を決めたあと本抽選を行う。 

Ｂ．トーナメント戦 

(1)まずシードチームの位置決定を行う。 

(2)次にゾーンの説明を行い、同一都道府県チームの数の多いところより行い、同数の場合は南より行う。 

(3)同一都道府県内は、プログラム記載順に抽選順を決めた後、本抽選を行う。 

(4)最後にフリーチームの抽選を南から､抽選順を決めた後、本抽選を行う。 

 

 

《６人制競技会》 

①黒鷲旗全日本男子・女子選抜優勝大会 

出場チームを４チームずつの４グループに分けてグループ戦を行い､各グループ１位・２位のチームが決勝トー

ナメント戦に出場する｡ 
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②全日本クラブカップ男子・女子選手権大会 

Ａ．グループ戦 

(1)まず、端数処理を行う。 

(2)次に、シードチームの抽選を行う。 

(3)続いて、同一都道府県チームの数の多いところより行い、同数の場合は北より行う。同一都道府県の抽選

順はプログラム記載順とする。 

(4)最後にフリーチームの抽選を北から抽選順を決めたあと本抽選を行う。 

Ｂ．トーナメント戦 

(1)まずシードチームの位置決定を行う。 

(2)次にゾーンの説明を行い、同一都道府県チームの数の多いところより行い、同数の場合は南より行う。 

(3)同一都道府県内は、プログラム記載順に抽選順を決めた後、本抽選を行う。 

(4)最後にフリーチームの抽選を南から､抽選順を決めた後、本抽選を行う。 

 

③スーパーカレッジ男子・女子大学選手権大会 

スーパーカレッジ開催要項を参照のこと。 

 

④全国高校総合体育大会 

Ａ．グループ戦 

ａ．各グループは４チームとし、抽選は次の方法で行う。 

１）同一都道府県並びに同一ブロック（同一地区）のチームは同一グループにしないことする。 

２）開催地のことを考慮して、開催地上位チームをグループ戦より除く。その結果、シードの第１位、第２

位、第３位もグループ戦より除く。 

３）開催地上位チームが第４シードまでに入っているときは、シードチームをグループ戦より除く。 

ｂ．９ブロックの代表者によってブロックの抽選順を決める。 

１）抽選順によりブロックの抽選を行う。但し、ブロック内の抽選も行う。 

２）各組（１３組）が平均に埋まるように配慮しつつ抽選を行う。 

Ｂ．トーナメント戦 

ａ．シードチームについて 

１）各シードチームをシード位置に入れる。 

２）第４シードのチームがグループ戦において敗者復活となった場合には、シード権を失い、そのシード

の位置は空位とする。 

３）開催地上位チームを第５シードの位置に入れる。 

ｂ．同一都道府県から２チーム以上が出場しているときは、それらのチームを次のゾーンに分ける。 

３チームのとき４分の１ゾーン 

２チームのとき２分の１ゾーン 

ｃ．各都道府県より１チームの場合は、フリー抽選とする。 

ｄ．グループ戦においてすでに対戦したチーム同士や、同一ブロック同士が１回戦で対戦することになっても

これを変更しない。 

 

⑤全日本高校男子・女子選手権大会 

(1)シードチーム(開催地上位チームを含む)を次の組み合わせ番号の位置に組み入れる｡ 
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第１シード：《１》 第２シード:《52》 第３シード:《27》 

第４シード：《26》 第５シード:《14》（開催地第１代表） 

(2)同一ブロック(同一地区)､並びに同一都道府県チームの１回戦での対戦は組み入れない｡ 

(3)各ブロック(９)を平等に次の通り左右ゾーンに組み入れる｡ 

関東(５:６) 九州(４:４) 北海道・東北(４:４) 近畿(４:３) 北信越(３:２) 

中国(３:２) 東海(２:２) 四国(２:２)  

①出場チーム数の奇数ブロックを平等に左右ゾーン(左ＡＢ､右ＣＤ)に組み入れる｡ 

②同一ブロックのチーム数を各ゾーン均等に振り分ける。 

  ９チーム以上･･････１６分の１ゾーン（４分の１ゾーンには３チーム以内） 

５～８チーム･･････８分の１ゾーン（４分の１ゾーンには２チーム以内） 

４チーム･･････････４分の１ゾーン 

(4)ブロックごとにチームを組み入れる（各ブロック代表により抽選順を決める抽選を行う）。（ブロック内も抽

選により、抽選順を決定する） 

     同一都道府県から２チーム以上出場している場合は、それらのチームを優先し、次のゾーンに組み入れる。 

３チーム：４分の１ゾーン   ２チーム：２分の１ゾーン 

 

⑥全国高校定時制・通信制大会 

(1)試合方法はトーナメント戦とする。 

(2)前年度優勝チームは推薦出場することができる。 

(3)抽選は主管側で行い、その結果を参加チ―ム、並びに各都道府県高体連に通知する。 

但し、前年度の上位３位までのチームをシードし、開催地第１代表を第５シードの位置に入れる。 

 

⑦全日本中学校選手権大会 

Ａ．グループ戦 

(1) ブロック大会（予選）で１位のチームは同一組にしない。２位のチームも同一組にしない。また、１位・２

位チームは初戦で当たらない。 

(2)グループ戦は､同一都道府県並びに同一ブロック[同一地区]のチームは､同一グループにしない。 

(3)抽選順はチーム数の多いブロックより行う｡但し､チーム数が同数の場合は[北･南]のブロックより先に行う｡ 

Ｂ．トーナメント戦 

(1)トーナメント戦は、グループ戦で勝ち上がったブロック大会（予選）１位のチームをシード位置に入れる。

（１～９シード位置） 

(2)ブロック大会(予選)1･2 位チームは 2分の 1ゾーンに分ける｡ 

(3)同一都道府県はゾーンに分ける。（２チームは２分の１ゾーン、３～４チームは４分の１ゾーン５～６チーム

は８分の１ゾーンとし、左右対称とする） 

(4) 上記以外の抽選は、［南・北］から順位棒を引き抽選順序を決めたのち、本抽選に入る。 

 

なお、グループ戦において、すでに対戦したチームが再び１回戦で対戦するようになっても変更しない。 

 

⑧全国都道府県対抗中学大会 

出場チームを３チームずつのグループに分け予選リーグ戦を行い､各グループ１位・２位のチームが決勝トーナ

メントに出場する｡ 
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⑨全日本小学生大会 

第１日目は男女各々４９チームを１６組に分け、各組３チームによる予選リーグ（１組のみ４チームによるグ

ループ戦）を行う。リーグ戦の後、同じコートで試合を行った各組の１位同士（１・２組、３・４組、・・・、

15組・16組）対戦をし、第２日目のシード順位を決定する。 

第２日目は第１日目の各コートの１位チームが各組３位チームと、各コート２位チームが各組の２位チームと

対戦し、３チームリーグ戦を行った後、１位同士が対戦しその勝者が第３日目の決勝トーナメント（準々決勝）

に進出する。 

すべて３セットマッチとし、３位決定戦は行わない。 

 

⑩全国高等専門学校体育大会 

   ・男子 

(1)シードチームのリーグを決定する。前年度優勝チームはＡリーグ、準優勝チームはＤリーグ、３位チームは

前年度優勝したチームと準決勝で対戦したチームをＣリーグ、もう一方をＢリーグとする。 

(2)次にシードチーム以外の地区第１代表チームのリーグを決定する。この結果、どのリーグもシードチームを

含め最低２チームとなるようにする。 

(3)最後に地区第２代表及び開催校のリーグを決定する。 

(4)いずれの抽選においても、同一地区からの代表のチームが同じリーグとならないように配慮する。 

   ・女子 

(1)女子の抽選については競技方法によるが、シードについては、対象となる２チームが決勝まで対戦しないよ

うに配慮する。 

(2)シードチーム以外はすべてフリー抽選とする。 
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Ⅲ 競技会の事務処理  

 

１ 競技会開催準備における申請 
 

開催地協会は、競技会開催の１～２か月前までに、ＪＶＡ国内事業部あてに下記の申請を行うこと。 

（１）大会交付金の申請  【申請必要書類】 ①開催要項   

②予算書  ・特に書式の規定はなし 

③申請書  ・開催都道府県の会長名と捺印   

・交付金の金額 

・振込先口座（口座名にはフリガナ） 

（２）大会使用球の申請   ・ＪＶＡ国内事業部に必要個数と送付先を連絡（申請書あり）。 

（３）表彰物品の申請    ・優勝チームへの個人賞の授与は、大会申し込みエントリー数のみとし、残数について

はＪＶＡ国内事業部に返送のこと。 

・個人賞は選手のみに授与し、ベンチスタッフへの授与分は用意されていない。 

 

２ 抽選結果及び大会競技結果の報告 
 

抽選結果及び競技結果については、Ａ４版縦型の書式で作成し、送付すること。（「競技成績報告(例１)・(例２)」参照） 

【報告先】ＪＶＡ国内競技委員会 担当者にＥ－Ｍａｉｌにて送付のこと。 

メールアドレス（kokunai-kekka＠jva.or.jp：すべて半角です。） 

【送信内容】 ①予選グループ戦＜組合せ＞（抽選会終了後すぐに） 

②決勝トーナメント戦＜組合せ＞（抽選会終了後すぐに） 

③予選グループ戦＜試合結果＞（試合終了後すぐに） 

④決勝トーナメント戦＜試合結果＞（その日の試合終了後すぐに） 

⑤個人賞等の一覧（表彰式終了後すぐに） 

⑥大会の写真（開・閉会式、試合、大会看板や会場内の様子等） 

※勝ち上がりについては、必ず赤・太線で示しておくこと。 

【抽選会と試合結果のデータの流れ】 

 

・開催地にて作成

・開催地にて送信

・管理者がＨＰにＵＰ【速報】

・管理者がエクセルファイルで保存【公式】

・国内競技担当者の確認

・国内競技担当者の修正

・再度左記アドレスに送信【公式】

・一般の方がＪＶＡのＨＰにて閲覧可能

・但し、【速報】として見ていただく

・一般の方がＪＶＡのＨＰにて閲覧可能
ＪＶＡのＨＰ【公式】

国内競技委員会担当者
ＪＶＡ事務局
広報担当者
ＨＰ管理者

kokunai-kekka@jva.or.jp

国内競技委員会

開催地

ＪＶＡのＨＰ【速報】
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３ 結果速報（JVA モバイル）の入力 

 

ＪＶＡモバイルは、バレーボールファンへのサービスの一環として、各試合の結果をいち早く知らせることを目的と 

して行うものである。 

①モバイルへのデータ入力  携帯電話またはＰＣから入力を行う。（ＰＣで入力する場合には、その都度ダイヤル

アップで接続できれば常時接続でなくてもかまいません。） 

②入力の打ち合わせ     開催地で担当者を決め、開催の一週間前までにＪＶＡ事務局のモバイル担当者と打合

せを行うこと。 

 

４ 競技会終了後の報告 

 

（１）大会報告書の提出 

開催地協会は、競技会終了後１０日以内に所定の報告書にて、国内競技委員会に提出する。（「大会報告書」参照） 

【報告先】ＪＶＡ国内競技委員会 担当者にＥ－Ｍａｉｌにて送付のこと。 

メールアドレス（kokunai-kekka＠jva.or.jp：すべて半角です。） 

 

（２）大会プログラムの送付 

大会プログラム、及び競技成績を下記に送付すること。 

(1)ＪＶＡ事務局････････････１０部 

(2)関係団体事務局･･････････必要部数 

 

（３）競技会終了の報告 

（１）報告必要書類   ①競技結果 

②決算書 

③大会結果報告書 

（２）報告時期     大会終了後１ヶ月以内 
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『大会報告書』 
 

送付先：国内競技委員会 運営部担当 E-mail：k o k u n a i - k e k k a＠ j v a . o r . j p 

 

１．大  会  名     

 

２．開 催 期 間  平成   年   月   日（  ）～   月   日（  ） 

 

３．開  催  地    

 

４．試 合 会 場   

 

５．参加チーム数   

 

６．試 合 成 績        優 勝                   準優勝               

 

３ 位                   ３ 位               

 

７．練 習 会 場   

 

８．宿  泊  地    

 

９．問  題  点（要望・引継ぎ事項等も含む） 

 

① 期   間    

 

② 会   場    

 

③ 経   費    

 

④ 宿   泊    

 

⑤ 役   員   

 

⑥ 抽 選 会   

 

⑦ ベンチスタッフ（有資格者）  

 

⑧ 要望・引継ぎ事項 

 

⑨ そ の 他 
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　　　　　　【第2試合以降は追い込み方式とします。】　　 　

より

　

　 　 　

第２シード　チーム○○　　　　○○府　：決勝Ｔより

第３シード　○○○○（推）　　○○県　　　　　　　　

第４シード　○○クラブ（推）　○○県

（推:○○県）

（都道府県名）

※平成○○年度　(財)日本バレーボール協会選考シードチーム順位

第１シード　○○チーム（推）　○○県　：決勝Ｔより

※勝ち上がりの線は、ＪＶＡ送信用は赤・太線で表示すること。
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【 資 料 Ⅰ 】 
Ⅰ-１ チーム及び選手登録規程 

 

（目 的）  

第１条  この規程は、公益財団法人日本バレーボール協会（以下「ＪＶＡ」という。）定款第54条及び登録及び登録料

に関する規程(以下「登録規程」という。第11条の規定に基づき、チーム及び選手の登録に関する事項を定めるこ

とを目的とする。  

第１章  チーム  

（チーム登録）  

第２条  ＪＶＡ、定款第50条第１項第１号に定められた各都道府県を代表するバレーボール協会（以下「都道府県協会」

という。）及び都道府県の各種連盟等の主催または共催する競技会並びにこれに準ずる競技会またはその予選会

において競技するチームは、この規程に定めるところにより、都道府県協会の承認を受けた都道府県連盟等（以

下「都道府県連盟等」という。）に登録しなければならない。  

２  前項により都道府県連盟等に登録が認められたチームは、その登録をもって当該都道府県協会、定款第50条第

１項第２号に定められた全国的に組織されたバレーボール競技団体（以下「全国連盟」という。）及びＪＶＡへ

の登録が認められたものとみなす。  

３  ＪＶＡに登録したチーム（以下「ＪＶＡ登録チーム」という。）の登録有効期間は、毎年４月１日から翌年３

月３１日までの１年間とする。  

４  ＪＶＡへの登録完了をもって、当該チームは登録チームとしての効力を得る。また、登録手続きが前年度に引

き続き当該年度も同様の内容で完了した場合は、チームの登録は継続されたものとみなす。  

５  ＪＶＡは、登録チームに対してチームＩＤ（登録チーム識別番号）を交付する。なお、チーム名に変更があっ

てもチームＩＤが変更されない限り、同一チームとして扱われる。  

（登録チームの種別）  

第３条  第２条第２項により都道府県連盟等に登録し、全国連盟への登録がみなされたチームの種別は、その都道府県

連盟等が加盟する次の各号の全国連盟の種別による。  

(１)  ク ラ ブ：日本クラブバレーボール連盟  

(２)  実 業 団：日本実業団バレーボール連盟  

(３)  大 学：全日本大学バレーボール連盟  

(４)  高等専門学校：全国高等専門学校バレーボール専門部  

(５)  高 等 学 校：公益財団法人全国高等学校体育連盟バレーボール専門部  

(６)  中 学 校：公益財団法人日本中学校体育連盟バレーボール競技部  

(７)  小 学 校：日本小学生バレーボール連盟  

(８)  家 庭 婦 人：  

(９)  ビ ー チ：日本ビーチバレー連盟  

(10)  ソ フ ト：日本ソフトバレーボール連盟  

(11)  ヤングクラブ：日本ヤングクラブバレーボール連盟  

（チーム代表者）  

第４条  チームが登録を行う際には、必ずチーム代表者を置き、この代表者はチームの登録に関する全ての責任を負う

ものとする。  

２  チーム代表者は、別に定められた所定の手順によりチームの登録申請を行わなければならない。  

３  チーム代表者は、ＪＶＡに登録された選手（以下「ＪＶＡ選手」という。）がチーム加入を希望し、それを承

認した場合は、別に定める所定の加入手続きを行わなければならない。  

（競技会への参加）  

第５条  競技会参加は、同一チーム内での複数チームによる参加は認められない。ただし、競技会開催要項に複数チー

ムによる参加が認められている競技会については、この限りではない。  

（チーム登録料）  

第６条  チームは、都道府県協会、都道府県連盟等に登録する際、都道府県協会または都道府県連盟等が別に定める登

録料の納付を要する場合においては、定められた期日までに当該団体に納付しなければならない。  
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（登録手続き）  

第７条 都道府県連盟等へのチーム登録の手続きは、ＪＶＡメンバー制度登録システム（以下「ＭＲＳ」という。）を使

用して行うものとする。  

２  都道府県連盟等への登録の承認を得たチームは、都道府県協会の管理の下に、ＭＲＳに示された「チーム登録手

続きの流れ」にしたがい手続きを行うものとする。  

（登録チームの権利）  

第８条  ＪＶＡ登録チームは次の権利を有するものとする。  

(１) ＪＶＡ、都道府県協会及び都道府県連盟等の主催または共催する競技会並びにこれに準ずる競技会及びその予

選会に参加することができる。  

(２) ＪＶＡが提供する各種サービスを受けることができる。  

（登録チームの義務）  

第９条  ＪＶＡ登録チームは、登録規程第７条の定めを順守し、バレーボールの普及・発展に努めなければならない。  

２  ＪＶＡ登録チームが、ＪＶＡ主催大会への参加推薦等を受けた場合は、これに従わなければならない。ただし、

やむを得ず参加できない場合は、その理由を記載した届出書をＪＶＡに提出しなければならない。  

３  ＪＶＡ登録チームは、所属選手についてＪＶＡからＪＶＡ事業に係る派遣要請があった場合はこれに応じなけ

ればならない。怪我や疾病等のやむを得ない事情により要請に応じられない場合は、チーム及び選手はその理由

を記載した届出書をＪＶＡに提出しなければならない。  

第２章  ＪＶＡ選手  

（選手登録の手続き）  

第10条  選手の登録の手続きは、ＭＲＳを使用し、都道府県協会の管理の下に「選手カテゴリー個人登録手続きの流れ」

に従い手続きを行う。  

（ＪＶＡ選手）  

第11条  ＪＶＡに個人登録が完了した者は、ＪＶＡ選手の資格を有するものとする。  

（ＪＶＡ選手登録）  

第12条  個人登録がチーム代表者により承認された後、所定の登録料の納入をもって個人登録の手続きは完了する。  

２  ＪＶＡは個人登録が完了したＪＶＡ選手に対して、登録証及び選手ＩＤ（登録選手識別番号）を交付する。  

３  ＪＶＡ選手のＩＤは当該選手固有のものとし、登録期間中は継続して同じＩＤを使用する。登録中断後、再登

録する場合も同じＩＤを使用する。  

４  個人登録においては、選手個人の意思を尊重する。  

５  選手が複数のチームに加入するときは、その都度当該チーム代表者の承認を得なければならない。  

６  ＪＶＡ選手は、ＪＶＡが主催する競技会及びその予選会等に参加する場合、ＪＶＡから交付された登録証を携

帯し、競技会関係者から提示を求められた場合、これを提示しなければならない。  

７ 前項のほか、ＪＶＡが主催する講習会、研修会等に参加する場合も同様とする。  

（外国籍選手）  

第13条  本規程は外国籍選手にも適用する。ただし、競技会開催要項等に特段の定めがある場合には、それに従うもの

とする。  

（登録料）  

第14条  ＪＶＡ登録及び登録料に関する規程第５条に定められた金額とする。  

（登録料等の代行収納）  

第15条  前条のＪＶＡ登録料のほかに、都道府県協会、都道府県連盟等、及び全国連盟（以下「当該協会連盟等」とい

う。）が別に定める登録料の納付を要する場合は、当該協会連盟等に代わり、ＪＶＡが代行収納することができ

る。 

２  前項により代行収納した登録料は、別に定める期日までに当該協会連盟等にＪＶＡから一括して送金するもの

とする。  

（ＪＶＡ選手の種別）  

第16条  第10条により都道府県連盟等に登録し、全国連盟への登録がみなされたＪＶＡ選手の種別は、その都道府県連

盟等が加盟する次の各号の全国連盟の種別による。  

(１)  クラブ：日本クラブバレーボール連盟  

(２)  実業団：日本実業団バレーボール連盟  

(３)  大学：全日本大学バレーボール連盟  

(４)  高等専門学校：全国高等専門学校バレーボール専門部  
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(５)  高等学校：公益財団法人全国高等学校体育連盟バレーボール専門部  

(６)  中学校：公益財団法人日本中学校体育連盟バレーボール競技部  

(７)  小学校：日本小学生バレーボール連盟  

(８)  家庭婦人：  

(９)  ビーチ：日本ビーチバレー連盟  

(10)  ソフト：日本ソフトバレーボール連盟  

(11)  ヤングクラブ：日本ヤングクラブバレーボール連盟  

(12)  個人：所属するチームが存在しないＪＶＡ選手  

２  プロ契約選手とは、ＪＶＡ選手と所属チームとの間でプロ契約が締結されたＪＶＡ選手をいう。  

３  前項のプロ契約を締結したチームは、当事者間で締結された契約書の写しをＪＶＡに提出しなければならない。  

（ＪＶＡ選手の権利）  

第17条  ＪＶＡ選手は、次の権利を有するものとする。  

(１)  ＪＶＡ、都道府県協会及び都道府県連盟等の主催または共催する競技会並びにこれに準ずる競技会及びその予

選会に優先的に参加することができる。また、予選会開催当日までに、本規程によるチームの加入選手としての

登録を完了していれば、同一種目の予選会に出場しなくても、本大会に出場することができる。  

(２)  ＪＶＡ、都道府県協会及び都道府県連盟等の主催または共催する研修会、講習会並びにこれに準ずる研修会、

講習会に優先的に参加することができる。  

(３) ＪＶＡが提供する各種サービスを優先的に受けることができる。  

（ＪＶＡ選手の責務）  

第18条  ＪＶＡ選手は、登録規程第７条の定めを順守し、バレーボールの普及・発展に努めなければならない。  

２  ＪＶＡ選手は、ＪＶＡが定款第54条第２項及び登録規程第１条に基づく目的により、登録に関する個人情報の

提供を要請した場合、これに同意しなければならない。選手の同意が得られない場合、ＪＶＡは登録を拒否する

ことができる。  

３  ＪＶＡ選手は、日本代表選手派遣をはじめＪＶＡ諸事業に係る参加要請があった場合は、これに応じなければ

ならない。怪我や疾病等のやむを得ない事情により要請に応じられない場合は、ＪＶＡ選手はその理由を記載し

た届出書をＪＶＡに提出しなければならない。  

（国際試合への出場）  

第19条  ＪＶＡが主催または派遣する国際試合の出場選手は、次の各号のいずれかに該当する選手とする。  

(１)  ＪＶＡ選手  

(２)  強化担当業務執行理事の承認を受けた選手  

（複数チームへの加入）  

第20条  ＪＶＡ選手のチーム加入は、原則として、一人１チームとする。ただし、次の各号に該当する場合は、３チー

ムまで登録することができる。  

(１)  全てのチーム代表者に対し、当該選手が複数チームに加入していることが告知されていること  

(２)  本条により複数のチームに加入した選手は、同一種別の競技会（予選会も含む）には、そのうちの１チームに限

り選手として出場できる。ただし、競技会開催要項により出場資格に別段の定めがある場合は、これに従うもの

とする。  

（移 籍）  

第21条  ＪＶＡ登録チームの代表者は、所属するＪＶＡ選手から移籍の申し出等があった場合は、その処理に関して迅

速に対応しなければならない。  

２  ＪＶＡ選手が所属するＪＶＡ登録チームのチームＩＤに変更が生じた場合は、移籍とみなす。  

３  移籍を希望するＪＶＡ選手に対して、その選手が所属するＪＶＡ登録チームの代表者が、チームの移籍に係る

登録抹消を承認しない場合、当該選手が代表者に抹消の申請をした日から２ヶ月を経過した時点をもって、自動

的に登録の抹消が承認されたものとみなす。  

４  ＪＶＡ選手が、他のＪＶＡ登録チームに移籍をした場合、前項の規定に関わらず同一年度内に移籍前のＪＶＡ

登録チームへの再移籍はできない。  

５  移籍したＪＶＡ選手が出場可能となる期日については、各種別で定める登録規程等によるものとする。  

（ＪＶＡ選手の登録の抹消）  

第22条  ＪＶＡ選手が退部などの理由で、ＪＶＡ選手登録の抹消を希望する場合は、ＭＲＳを用いて抹消の手続きを行

うこととする。  

２  ＪＶＡ登録チームの代表者は、所属する選手が前項の手続きを行った場合、その処理に関して迅速に対応しな
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ければならない。  

３  ＪＶＡ選手の登録の抹消は、第１項及び所属するチーム代表者の登録抹消の承認をもって完了する。  

（誠実義務）  

第23条  ＪＶＡ登録チーム及びＪＶＡ選手は、チーム及び選手の登録の目的が、大会の公正及び質の維持・向上にある

ことを認識し、これに反する虚偽の登録等を行ってはならない。  

（違反行為の処分）  

第24条  ＪＶＡ登録チーム及びＪＶＡ選手が第９条、第19条及び前条の定めに違反する行為を行った場合、ＪＶＡは倫

理規程に基づき、当該チーム及び選手に対して処分を科すことができる。  

第３章  肖像権等  

（肖像権管理等）  

第25条  ＪＶＡ選手は、別に定める「ＪＶＡ選手の肖像権等に関する管理、運用、並びに細則」を順守しなければなら

ない。  

細則１  

１  この規程は、2012年１月24日から施行する。  

２  2008年６月26日施行チーム加盟及び選手登録規程は2012年１月23日をもって廃止する。 
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Ⅰ-２ 倫理規程  

（ 目 的 ）  

第１条 この規程は、公益財団法人日本バレーボール協会（以下「本会」という。）の関係者（以下「本会関係者」と

いう。）が順守すべき倫理に関する事項を定めることにより、本会の社会的な信頼を確保することを目的とする。 

（本規程の適用範囲） 

第２条 前条に規定する「本会関係者」とは、以下の者をいう。 

（１）本会「定款」第29条に規定する役員、並びに第47条に規定する委員会委員（以上をあわせて、以下「役員等」

という。） 

（２）本会「定款」第48条に規定する事務局職員（以下「職員」という。） 

（３）本会「定款」第54条及び「登録及び登録料に関する規程」に基づいて本会に登録した個人または団体 

(本会関係者の順守事項） 

第３条 本会関係者は、法令、定款、社会通念、条理及び本会の定めた諸規程や決定事項を順守する。常にスポーツマ

ン、スポーツ関係者として品位と名誉を重んじつつ、フェアプレーの精神に基づいて他の範となるよう行動し、

バレーボールの健全な普及・発展に努めなければならない。 

２ 本会関係者が次に掲げる行為を行うことを禁止する。 

（１）指導に名を借りた暴力行為、いじめ、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、差別、暴言等、その他

人権尊重の精神に反する言動 

（２）競技のために、世界ドーピング防止規程・禁止表国際基準に規定する禁止物質を使用すること、または使用さ

せること 

（３）選手の勧誘、入部、移籍に関連し、選手にこれらを強要すること、または選手、保護者、指導者、代理人間に

おいて社会通念上良識を超える金品を授受すること（ただし、企業等から寄付の申し出があり、学校または後援

会等において適切に会計処理がなされた場合は、この限りではない） 

（４）試合、合宿等の交通費、宿泊費等を当該チーム関係者以外の企業等に支払わせること（ただし、都道府県バ 

（５）試合の勝敗について、あらかじめ取り決めを行うこと 

（６）バレーボールに関して授与された賞杯、メダルを金銭に換えること 

（７）選抜された選手等を正当な理由なく日本代表チームに派遣しないなど、本会の決定した方針に従わないこと 

（８）本会の事前の了解なく、本会の認めていない競技会等に参加すること、また、本会の認めていない競技会等の

開催のために金品を収受すること 

（９）不正な会計処理を行うこと 

（10）暴力団など反社会的勢力の構成員となること、反社会的勢力から金品、便宜もしくはもてなしを受けること、

または反社会的勢力との間で、車、金銭の貸借などあらゆる取引を行うこと 

（11）賭博、強盗、恐喝、窃盗、強姦、強制わいせつ、暴行など刑事犯罪 

（12）未成年者による飲酒、喫煙 

（13）麻薬など法令によって禁止されている薬物の譲受、譲渡、所持または使用 

（14）その他、著しくスポーツマンとしての品位、名誉に欠ける行為 

（倫理委員会の設置） 

第４条 本規程の解釈、運用のために、理事会の議決に基づき倫理委員会を設置する。 

２ 倫理委員会の委員の選任および解任は、本会理事会が決定する。 

（違反行為の処分） 

第５ 条本規程への違反行為に対する処分は、以下のとおりとする。 

（１）役員等 
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解任、公認資格または委員資格の取消または停止、減給、戒告、その他必要に応じた処分 

（２）職員 

就業規則に基づき、必要な処分を行う 

（３）本会に登録した個人または団体 

登録抹消、競技会への出場停止、戒告その他必要に応じた処分 

２ 処分の前提となる事実は、証拠及び証言に基づいて認定する。 

３ 処分に際しては、公正を期するため、当事者の弁明の機会を設けるものとする。 

４ 本規程違反の認定は、結論及びその理由を示した文書により行い、同書面には倫理委員会委員長および委員が署

名する。 

５ 理事会は、前項の認定に従い、必要な処分を行う。ただし、定款等に別途の定めがある場合を除く。 

（処分の通告） 

第６条 処分が理事会により決定した際、速やかに被処分者及び被処分者の所属団体等に文書により通告する。 

（不服申し立て） 

第７条 本会の決定に対する不服申し立ては、一般財団法人日本スポーツ仲裁機構の定める「スポーツ仲裁規則」、「ド

ーピング紛争に関するスポーツ仲裁規則」、「特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則」に従ってなされる仲裁

またはスポーツ調停手続によって決定されるものとする。 

（その他） 

第８条 本規程の実施に関し必要な細則は、事務局長が理事会の承認を得て別に定める。 

２ 本規程は、理事会の議決をもって変更することができる。 

３ この規程は、2012年3月22日から施行する。 
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指導における倫理ガイドライン 

 

～暴力とセクハラの根絶に向けて～ 

 

公益財団法人日本バレーボール協会 

 

このガイドラインの理念と目的 

 

「理念」 

 

スポーツは本来、楽しいものだ。バレーボールとビーチバレーもまさにそうだ。選手が胸を躍らせ

て試合をする。練習に生き生きと励む。少年・少女は練習と試合を通じて技術を高め、チームメー

トとの絆を深め、フェアプレーの精神を学び、成長する。青少年もそのようにして、心身のバラン

スのとれた大人になる。 

 

ひたむきに競技に励む選手は周囲に共感を呼び、学校やコミュニティーに笑顔の輪を広げる。スポ

ーツ文化はそのようにして、はぐくまれる。バレーボールとビーチバレーは明るく創造的な環境で

親しまれるべきだ。卑屈で陰湿な暴力行為やセクシュアルハラスメント(セクハラ )は、自由で伸び

やかな自己表現であるスポーツと対極に位置するものであり、バレーボールとビーチバレーに入り

込む余地があってはならない。 

 

指導者と選手はバレーボールとビーチバレーを愛する者として、自らその品位を保ち、互いに尊重

し合わなければならない。各人がこのことを十分に理解することが、暴力行為やセクハラなど倫理

に反する行為を防止する上で、最も重要である。社会全体が暴力とセクハラの根絶に取り組む中、

バレーボールとビーチバレーの指導においても、こうした動きと同調する努力が求められている。 

 

「目的」 

 

１．このガイドラインは本協会に登録する全てのメンバーがバレーボールとビーチバレーを指導す

るに当たって、暴力行為やセクハラなど、倫理に反する行為を行うことを防止し、それらの行為

により被害を受けることを防ぐことを目的とする。 

 

２．このガイドラインは、バレーボールとビーチバレーの指導(コーチング )を制限することを意図

したものではない。むしろこのガイドラインの理念と目的が正しく理解されることにより、適切

でより効果的な指導が行われることを目指している。 

 

「倫理規程」 

公益財団法人日本バレーボール協会はこのガイドラインを規定する「倫理規程」を以下の通り定め

ている。違反が認められた場合には、登録抹消を含む処分が下される。 

 

  第３条  本会関係者は、法令、定款、社会通念、条理及び本会の定めた規程や決定事項を順守
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する。常にスポーツマン、スポーツ関係者として、品位と名誉を重んじつつ、フェアプ

レーの精神に基づいて他の範となるよう行動し、バレーボールの健全な普及・発展に努

めなければならない。 

２  本会関係者が次に掲げる行為を行うことを禁止する。 

(１ )指導に名を借りた暴力行為、いじめ、パワーハラスメント、セクシャ 

ルハラスメント、差別、暴言等、その他人権尊重の精神に反する言動 

                                 (第２号以下省略 ) 

第５条 本規程への違反行為に対する処分は、以下のとおりとする。 

                               (第１及び第２号省略 ) 

(３ )本会に登録した個人または団体 

登録抹消、競技会への出場停止、戒告その他必要に応じた処分 

                                (第２項以下省略 ) 

 

暴力行為をなくすために 

 

１．このガイドラインにおける暴力行為とは、肉体的暴力により相手を傷つけることのほか、侮辱

などの言動により相手を精神的に傷つけることをいう。 

 

２．指導者は選手の人格を尊重するとともに、以下のことを十分に理解・認識しなければならない。 

 

①指導者は選手、チームに規律を植え付ける意図であろうと、その他いかなる意図であろうと、暴

力行為をしてはならない。指導者には常に自身を律する意思の強さが求められる 

 

②暴力行為には肉体的な暴力だけでなく、暴言・脅迫・威圧・侮辱などにより相手を精神的に傷つ

けることも含まれる。相手の人格を否定するような言動、相手の存在を無視するような態度は精神

的な暴力である 

 

③選手が自分の意に沿わない言動をとったとき、指導者が暴力行為に頼っても、なんら問題の解決

にはならない 

 

④技術指導やチームの運営などについて、選手と意見の相違が生じた場合、指導者は選手と話し合

い、必要に応じて第三者の意見を聴き、相互理解に努めることが重要である 

 

⑤言動に対する受け止め方は個人差があり、男性と女性で異なる場合もある。さらに立場の違いな

どで変わることがあり、さまざまだ。親しみを表すつもりの言動であっても、指導者が意図せずに

結果として選手を傷つけてしまう場合がある 

 

⑥暴力行為を受けた者は、指導者やチームメートらとの人間関係を考え、それを拒否する明確な意

思表示ができないことも少なくない。指導者はそれを同意・合意と勘違いしてはならない。特に指

導者と選手との間では、選手側が明確な意思表示をしにくい構造にある 
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セクハラをなくすために 

 

１．このガイドラインにおけるセクハラとは、相手を不快にさせる性的な言動により、バレーボー

ルとビーチバレーに携わる環境や、日常生活を送る環境を悪化させることをいう。 

 

２．指導者はセクハラを行うことがないよう、選手に対しては互いの立場の違いを超えて、その人

格を尊重し、以下のことを十分に理解・認識しなければならない。 

 

①セクハラに当たるか否かは、自らの判断によって決まるものではなく、相手が不快に感じるか否

かが基準となる 

 

②言動に対する受け止め方は個人差があり、男性と女性で異なる場合もある。さらに立場の違いな

どで変わることがあり、さまざまだ。親しみを表すつもりの言動であっても、指導者が意図せずに

結果として選手を不快にさせてしまう場合がある 

 

③「この程度のことは相手も許容するだろう」とか「相手とは良好な人間関係、信頼関係があるか

ら大丈夫だろう」といった勝手な思い込みをしてはならない 

 

④技術指導や体調管理などの目的で選手の身体に触れるときは、選手本人の了解を得るとともに、

できる限り着衣の上から触れ、また第三者の同席を求めるなどして、誤解を与えることがないよう

配慮する 

 

⑤相手が拒否し、または嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を繰り返してはならない 

⑥セクハラを受けた者は、指導者やチームメートらとの人間関係を考えて拒否することができない

など、明確な意思表示ができないことが少なくない。しかし、指導者はそれを合意・同意と勘違い

してはならない。指導者と選手との間では、拒否の意思表示をすれば、その後指導を受けられなく

なるのではないか、あるいは競技を続けられなくなるのではないかといった不安から、選手が明確

な意思表示をしにくい構造にある 

 

⑦セクハラに対する選手の抗議などの対応を理由に、その後の指導のあり方や大会への出場選手選

考などで、選手に不利益を与えるような扱いはしてはならない 

 

⑧セクハラは、男性が被害者となる場合もある。また、指導者と選手の間だけでなく、先輩と後輩

の間、あるいは同期の選手の間、さらに同性の間でも起こり得る。性的な事柄に関する冷やかしや

からかいは、いじめの問題であると同時にセクハラの問題でもある 

 

⑨練習・試合中のセクハラに注意するだけでは不十分で、例えば試合後や合宿での飲食の機会など

でのセクハラにも十分に注意する 

 

３．セクハラを受けた者は、その被害を深刻なものにしたくないと考え、一人で我慢する 

場合がみられる。しかし、それだけでは問題は解決しないことを理解し、以下の行動をとるよう
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努めることが望まれる 

 

①セクハラに対しては、勇気を持って毅然とした態度をとり、明確に拒絶の意思表示をする 

 

②同僚や友人など身近な信頼できる人に相談する 

 

③所属団体や日本バレーボール協会への相談も検討する 

 

４．セクハラの事実を知った者は、見て見ぬふりをするのではなく、行為者に対し、やめるよう忠

告するなど勇気を持って具体的な行動に出ることが望まれる。周囲の者の沈黙は、セクハラの被

害をより深刻なものにする。関係者全員がこのことを正しく理解しなければならない。 

 

社会の良きシンボルとなるために 
 

役員、指導者、選手をはじめバレーボールとビーチバレーの関係者は、暴力とセクハラ防止に努め

るほか、常に以下のことを意識し、バレーボールとビーチバレーが青少年の夢と希望であり続け、

また競技に携わる者が社会の良きシンボルとして信頼されるよう、務めなければならない。 

 

①常に品位を保ち、公共の場における態度や言動、服装に注意する 

 

②人種、国籍、性別、障害の有無などの違いを理由にする、いかなる差別も容認してはならない。

平等の精神を持ち、他者の人格を尊重する 

 

③他者のプライバシーを尊重する。例えば競技場内外での盗撮行為は、他者のプライバシー侵害だ

けでなく、セクハラにも該当するものであり、厳に禁じられる 

 

④フェアプレーの精神を重んじ、ドーピングに断固として反対する。また登録や大会への参加申込

みなどでの虚偽申請といった不正行為は絶対に行わない 

 

⑤法律や条例などの法規範を遵守し、違法行為をしない。大麻などの薬物使用や性犯罪行為は絶対

に容認しない 

 

（ 2012 年 3 月 22 日制定） 
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Ⅰ-３ 補助対象競技会の標準開催時期  

 

補助対象競技会の標準開催時期  

 

競技会名 標準開催時期 開催日数  

①９人制実業団男子 ６月下旬～７月下旬 ４日間  

②９人制実業団女子 ７月上旬～７月中旬 ４日間 

③６人制クラブ男子 ８月上旬～８月中旬 ４日間 

④６人制クラブ女子 ８月上旬～８月中旬 ４日間 

⑤９人制クラブ男子 ８月上旬～８月中旬 ４日間 

⑥９人制クラブ女子 ８月上旬～８月中旬 ４日間 

⑦９人制社会人東 10月上旬～ 10月下旬 ４日間 

⑧９人制社会人西 10月上旬～ 10月下旬 ４日間 

⑨９人制総合男子 １月中旬～１月下旬 ４日間 

⑩９人制総合女子 １月中旬～１月下旬 ４日間 

 

《注意》  

※開催曜日については、木曜日～日曜日又は金曜日から月曜日を原則とする。  

※①②については同一団体のため開催時期の重複はしない。  

※③～⑥について、６人制と９人制で開催時期を１週間ずらす。開催時期を変更する場合は、種

別間（６・９人制）並びに、ブロック国体と重複しないようにする ｡ 

※国内でＦＩＶＢと共催する国際大会が開催される場合は極力国内競技会の開催時期を変更す

るよう考慮する ｡ 
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Ⅰ-４ チーム構成  

 

ＪＶＡでは平成 16 年度より全国大会において「監督・コーチ・マネージャーに有資格者を含める

ことを義務づける」こととなった。各種全国大会でのベンチスタッフの資格及び有資格者不在の取

り扱いについては次のように運用する。 

 

補助対象競技会  

【認定資格】 (1)文部科学大臣事業認定・公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者 

・公認バレーボールコーチ、公認バレーボール上級コーチ 

・公認バレーボール指導員、公認バレーボール上級指導員 

【有資格者不在の取り扱い】 

申し込みの際に、資格の有無を申告し、ベンチスタッフの誰もが、いずれの資格も有し

ない場合には、ベンチスタッフのベンチ入りを認めず、選手のみでゲームを行うものと

する。 

 

ＪＶＡが補助対象とせず実行委員会を有する競技会  

【認定資格】 (1)文部科学大臣事業認定・公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者 

・公認バレーボールコーチ、公認バレーボール上級コーチ 

・公認バレーボール指導員、公認バレーボール上級指導員 

【有資格者不在の取り扱い】 

実行委員会の定めるところによる。 

 

ＪＶＡと高体連・中体連が共催する競技会  

それぞれの競技会が定めるところによる。 
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Ⅰ-５ 国内競技大会参加チームのユニフォームについて  

ユニフォーム規 程  

平成 25 年 3 月 3 日  

国内競技委員会 

１．  目的 

(1)  公益財団法人日本バレーボール協会 (以下 JVA) が主催する国内競技大会に参加

するチームのユニフォームや役員の服装についてその詳細を定めることを目的

とする。  
(2)  Ｖリーグ参加チームのユニフォームについては別に定める。また、JVA と他の団

体が共催する大会で別に定められた規程がある場合は、その規程に従う。  
 

２．  ユニフォーム 

(1)  ユニフォーム 

①  ユニフォームとは、ジャージ（シャツ）、ショーツを指す。６人制においてはソックスもユ

ニフォームに含まれる。 

②  ユニフォームは配色やデザインが統一されていなければならない。(リベロプレーヤーを除く) 

③  チームは、カラーの異なった２種類のユニフォーム（ジャージ（シャツ）・ショーツ）を用

意することが望ましい。 

④  ユニフォームのメインカラー（主たる色）は、６５％以上を占めていることとする。 

⑤  リベロプレーヤーはチームの他の競技者とはっきりと区別できる対照的な色のユニフォー

ム (少なくともジャージ（シャツ）だけは)を着用しなければならない。(左右対称とか上下

対称ということではなく、はっきりと区別できるデザインであること。) 

(2)  ジャージ（シャツ）・ショーツ  

①  ジャージ（シャツ）およびショーツは色、デザインが統一されていること。 

②  ジャージ（シャツ）は半袖、長袖が混在していてもよい。 

(3)  ソックス 

①  色および長さが統一していること。 

(4)  トレーニングウェアの着用 

①  気温が規定を下回る場合には、主審の許可を得て、全員が統一したデザインで競技者番号

のついているものに限り着用することが出来る。 

 

３．  競技者番号 

(1)  ユニフォーム（ジャージ（シャツ））には、競技者番号がユニフォームとはっきりと区別で

きる対照的な色で、明確に表示されていなければならない。 

(2)  競技者番号は 6 人制においては 1～ 20 番、 9 人制においては 1～ 18 番までとする。ただし、

やむを得ない場合は 1～ 99 番まで認める。 

(3)  競技者番号のサイズは、次の通りとする。

高さ 字幅 高さ 字幅

①シャツ胸部・中央 15cm以上 10cm以上

②シャツ背部・中央 20ｃｍ以上 15cm以上

高校生以上 小・中学生

2ｃｍ以上 2ｃｍ以上

６・９人制とも

 

※９人制の競技者番号については、平成２７年度より完全実施とする。 
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(4)  ショーツ前面右下に、高さ 4～ 6cm、字幅 1cm 以上の競技者番号を付けてもよいが、全員がそ

ろっていなければならない。 

 

４．  チームキャプテン 

(1)  チームキャプテンは、胸のナンバーの下に、長さ 8cm、幅 2cm のマークを、ジャージ（シャ

ツ）と異なった色で付けていなければならない。 

 

５．  チームネーム 

(1)  ジャージ（シャツ）の胸部もしくは背部に、ＪＶＡに届け出た正式なチームネームまたはチ

ームニックネームのいずれかを付けなければならない。サイズは規定しない。また、チーム

のシンボル・マーク（社章・校章・略号）も付けてもよい。 

(2) ジャージ（シャツ）の袖に（袖が無い場合には背面襟下に）所属する都道府県名を付けてもよい。 

 

６．  選手名 

(1)  ジャージ（シャツ）背部の上部中央に、着用する選手の選手名または通称を表示してもよい。

(選手名の表示を認めていない種別を除く ) 

①  選手名を表示する場合、出場する選手全員が表示すること。 

②  選手名のサイズは、高さ 6～ 8cm とする。 

③  文字は、アルファベット横書きにより表記するものとする。 

④  表記は直線状または、肩の曲線に合わせたゆるやかな曲線状とする。 

 

７．  マニュファクチャーロゴ 

(1)  ユニフォームには、ＪＶＡが公認しているメーカーに限り、最大５×４㎝または２０ｃ㎡の

マニファクチャー・ロゴをジャージ（シャツ）・ショーツにそれぞれ一箇所だけ付けること

が許される。（ソックスは、左右各々の、内側と外側に付けてもよい） 

 

８．  スポンサー・ロゴ及びユニフォーム広告 

(1)  ユニフォームにチームスポンサー名または商品名・商標・ロゴマーク及びユニフォーム広告

を付けることができる。ただし、別途定める「ユニフォーム広告に関する規程」に従うこと

とする。 

(2)  試合会場（体育館等）の規程により、広告掲載料が発生した場合は、当該チームがその実費

を支払うものとする。 

 

９．  その他の表示 

(1)  ユニフォームには、上記３～８以外表示は付けてはならない。 

 

１０．  トレーニングウェア 

(1)  トレーニングウェアは全員が統一されていることが望ましい。 

(2)  トレーニングウェアにはチームネーム、選手名、選手番号を付けることができる。 

(3)  トレーニングウェアには最大５×４㎝または２０ｃ㎡のマニファクチャー・ロゴを付けるこ

とができる。 

(4)  スポンサー広告については、上記８と同等な扱いとする。 
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１１．  アンダーウェア等について 

(1)  アンダーウェアはユニフォームの袖や裾、首等からはみ出してはならない。ただし、プ

レーの動作によってユニフォームの下から見えてしまうことは故意に見せるものでない限

り制限されない。 

(2)  医療を目的としたサポーター類は、プレー上危険ある場合や、プレーに有利に働く場合

を除いて、規制されない。 

(3)  明らかに色が違う腰に帯状にまくサポーター・コルセット類はユニフォームの下に着用しな

ければならない。 

 

１２．  チーム役員の服装 

(1)  チーム役員は、ジャケットを着用するか、チームで統一された服装でなければならない。 

(2)  部長や監督がジャケットを着用し、その他のチーム役員が統一された服装であれば許可され

る。 

(3)  統一された服装であっても、Ｔシャツ等の襟の無いものや、短パン、ハーフパンツは許可さ

れない。 

(4)  チーム役員の着用する服装には最大５×４㎝または２０ｃ㎡のマニファクチャー・ロゴを付

けることができる。 

(5)  スポンサー広告については、上記８と同等な扱いとする。 

以上 

 

 

 

この規程は平成２５年４月１日より実施する。 
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ユニフォーム広 告 に関 する規 程  

平成 25 年 3 月 3 日  

国内競技委員会 

1.  目的 

 この規程は、公益財団法人日本バレーボール協会（以下ＪＶＡ）  「ユニフォーム規程」に

基づきＪＶＡが主催する国内競技会で使用するユニフォーム等の広告に関する事項について定

める。  
2.  広告の表示 

(1)  ユニフォームにチームスポンサー名または商品名・商標・ロゴマークをユニフォーム（ジ

ャージ、ショーツ）及びトレーニングウエア（以下ユニフォーム等とする）に付けること

ができる。  
(2)  ユニフォーム等に広告表示を希望するチームは、スポンサーの名称、業種および広告の内

容について，事前に当該チームが所属する都道府県協会に申請し、その承認を受けたのち、

ＪＶＡに申請し承認を得なければならない。ただし、 V リーグ参加チームが V リーグ機構

より許可を得ているものについてはこの限りではない。  
(3)  前項の申請は、ＪＶＡ所定の申請書に、体裁、デザイン、ロゴ、色彩等の必要事項を記入

の上、当該チームが所属する都道府県協会を経由してＪＶＡに提出しなければならない。  
(4)  ジャージにつける広告はチームネームより小さく、チーム名や競技者番号等の識別が可能

なものとする。  
(5)  広告の個数の制限はしないがトータル３８０ cm 2 を超えてはならない。  
(6)  広告の表示は、チーム全員が同じものでなければならない。  

3.  広告の条件 

(1)  次に該当する広告は表示してはならない。  
①  政治活動・選挙活動または宗教活動に関するもの。  
②  風俗営業に類するのもの。  
③  意見広告や売名を目的としたもの。  
④  青少年の健全育成に悪影響を及ぼすと判断されるもの。  
⑤  責任の所在が不明確なもの。  
⑥  人権侵害や名誉毀損、差別的な内容のもの。  
⑦  反社会的な内容。  
⑧  公序良俗に反するもの。  
⑨  その他、ＪＶＡがその目的に照らして、相応しくないと判断したもの。  

(2)  表示された広告が不適当であるとＪＶＡまたは公式競技会共催者が判断した場合には、チ

ームに対し広告表示を停止させることができる。  
4.  制限および停止 

(1) ＪＶＡまたは公式競技会共催者は、競技会規定等によりチームの広告表示を制限すること

ができる。この場合、チームは広告のついたユニフォーム等を着用することはできない。（何

らかの方法で、広告を隠す等の処置ができれば着用できる。）  
(2)  表示された広告に対して広告掲出料の支払いが発生した場合には、当該チームがその実費

を支払うものとする。  
以上 

この規程は平成 25 年 4 月 1 日より実施する。 

 



 

 -64- 

所属協会 所属連盟

チーム名 チームID

代表者名 連絡先

掲示開始希望日

広告主の業種 サイズ

（役職）

公印

公印

承認日　　２０　　     年　　　月　　　日

　国内競技委員長

以下のユニフォームの広告掲示について申請します。

都道府県協会承認欄

（公財）日本バレーボール協会承認欄

承認日　　２０　　     年　　　月　　　日

承認者   （公財）日本バレーボール協会

承認者　（　　　　　　　　　　　　　　）バレーボール協会

競技場において、広告掲載料が発生したときには、チームがこれを支払うこと。

競技会の規程によって、広告の掲載が禁止もしくは制限されている場合にはこれに従うこと。

ユニフォーム広告申請書

※掲示する広告の詳細（デザイン、配色等）を添付すること。

広告主名 供与されるもの

２０　　　　　　年　　　　　月　　　日　から

参加する競技会にはこの承認書を持参し、代表者会議時に提示し、確認を得ること。

上記の申請ついて、JVAユニフォーム規程に基づき、これを承認する。ただし

掲示する場所

背面

前面

背面

前面

ジャージ

ショーツ

トレーニングウエア
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Ⅰ-６ 招待・交流試合の開催について 

 

都道府県協会がＶ・プレミアリーグ、Ｖ・チャレンジリーグ等のチームを参加させて招待・交流

試合を開催する場合は次の通りとする。  

 

（１）開催条件  

 

１．Ｖ・プレミアリーグ、Ｖ・チャレンジリーグの開催期間中でないこと。  

 

２．都道府県協会が主催または共催であること。  

 

３．招待チームに対しては旅費・宿泊費のみを支給すること。  

 

４．招待試合については、入場料をとらないことを原則とする。  

 

５．入場料をとる場合は、チームに還元する。  

 

６．招待・交流試合開催手続  

(1)開催地協会は、開催計画を立案し、参加要請書を参加チーム、ならびにその所属都道府県協

会に送付要請する。  

 

(2)参加チームは、開催地協会よりの要請を受けたならば所属協会の承認を得て要請書に承認印

を捺印してもらい開催地協会へ返送する。  

 

(3)開催地協会は、開催届と承認書（所属協会の承認印のあるもの）を添付して、公益財団法人

日本バレーボール協会競技委員会宛に開催日の１ヶ月前までに届出ること。  

 

（注）参加チームの所属協会がチームの参加を何かの理由で認めない場合は、その旨所属協

会より開催地協会へ連絡するものとする。  



 

 -66- 

（２）開催届  

平成 年  月  日  

招待・交流試合開催届  

 

 公益財団法人日本バレーボール協会  

 会 長          様  

都道府県バレーボール協会  

会長         印  

下記により招待試合を計画しましたのでお届けいたします。  

記  

 

 １．大 会 名 

 

 ２．開 催 目 的 

 ３．期 日 及 び 時 間 

 

 ４．会 場 

   （所在地・電話）  

 

 ５．主 催 １ .      都道府県バレーボール協会  

２．  

 

 ６．後 援 １．  

                ２．  

 

 ７．招 待 チ ー ム 名 

   （宿舎・電話）  

 

 ８．観 覧 対 象 及 び 人 員 

 

 ９．入場料の有無及び入場料金  

 

 10．連 絡 責 任 者 

   （氏名・住所・電話）  

  ※添付書類参加チーム承諾書（含、所属協会承認印）  
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（３）承認書  

平成 年  月  日  

招待・交流試合参加チーム承認書  

 

 

     都道府県バレーボール協会 様  

 

 

参加チーム名  

責任者名       印  

 

 

      都道府県バレーボール協会より招待・交流試合に参加要請があり、所属協会の承認を

得ましたので、ここに参加を承諾致します。  

 

１．期      日  

 

２．場      所  

 

３．開催都道府県協会名  

 

 

☆  

 

 

 当協会所属の下記チームより招待・交流試合参加の承認依頼がありましたのでここに承認致しま

す。  

  

 

 チーム名  

 

 

都道府県バレーボール協会  

理  事  長         印  
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Ⅰ-７ 競技会の形式  

 

 競技会の形式は、通常、①トーナメント形式、②リーグ形式に大別できる。そのいずれによるか

は、競技会の性格、施設、時問、および参加チームなどの諸条件を考慮して決定する。  

 

１．トーナメント形式  

 

(1)完全トーナメント形式  

ほとんどの競技会はこの形式に従って運営されている。参加チーム数が「２」の累乗（４．８．

１６．３２・・・）でない場合には、第１回戦で、ある数の不戦勝組を作る。不戦勝組の数は、

参加チーム数より多い｢２ ｣の累乗から ､参加チーム数を引いたものである。たとえば､参加チーム

「５２」の場合の不戦勝組は「６４」より「５２」を差し引いた「１２」チームとなる。  

なお、この形式の試合回数〔ｙ〕は、参加チーム数〔ｎ〕より〔１〕を減じた数、すなわち、

ｙ＝ｎ－１となる。  

 

〔例〕６４チームの組合せ表  

（１日目）           （２日目）            （１日目）  

h3

h7

a7

a1

a2

g6

c6

c5

c7

g7

f7

特１

b5

b6

f6

f5

g5

ｂ７

c2

特２
特３

h5

e5

e6

d6

d5

d7

e7

g3

g2

g1

f1

f2

f3

d1 c1

c2

c3

c4

g4

c1

1 3
a1

a2

a3

a4 b4

b3

b2

b1

17 19

48 46

33 35

32 30

a5

a6

9 11

56 54

49 51

16 14

h4 f4

25 27

40 38

41 43

24 22

h2

h6

5 7

60 58

57 59

8 6
h1

e1

21 23

44 42

37 39

28 26
e2

e3

13 15

52 50

53 55

12 10
e4

d4

29 31

36 34

45 47

20 18
d3

d2

6264

61 63

4 2  
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①組合せ作成の方法 

組合せ表の数字はシード順を示す。例えば参加数が３３以上のときは、６４の組合せ表を作

り、シード順の低い順から削除していけば、正しい組合せ表が作成できる。(６４番目から順に)

②  試合順序の表示方法（組合せ表の記号と数字） 

コート数によって異なるが原則としてシード位置（８チームをシードし、８コート使用の例

である。）より順に表示する。ただし、あくまでも連続試合を避ける。（連続試合になる場合

は、休憩時間を設定する。 Ⅰ －２競技時間を参照）  

(注 ) 試合順序については上記を原則とするか、事情により「主催者」が、順序を決定する権利

を持っている。  

 

(2)敗者復活トーナメント形式  

完全トーナメント形式を予選と決勝とに分け、１チームが２回以上の試合を行うものである。

（予選グループ戦の形式）  

すなわち、全参加チームを４チームずつのグループに分けて試合を行い、その敗者同士でさら

に試合を行って、その勝者を決勝トーナメントに復活させる方法である。  

〔例〕  

Ａチーム  

a1の勝者 a1                  a1の敗者 

Ｂチーム 

a5の勝者 

Ｃチーム 

a2の勝者    a2          a2の敗者 

Ｄチーム 

 

a1、 a2およびa5の勝者（３チーム）が、決勝トーナメントに出場する。 

決勝トーナメントまでの総試合数（ただし、端数処理がない場合） 

 

 1
2
31

4
3

4
3

-=÷
ø
ö

ç
è
æ -+= nnny

a5 
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(3)ダブル・トーナメント形式  

この方法は別名「完全敗者復活戦」とも呼ばれ、各チームとも２度敗れるまで試合ができると

いうのが基本原則である。ダブル・トーナメントの言葉どおり、２つのトーナメントからなり、

最後は結びつくようになっている。１つのトーナメントは完全にトーナメント形式で、これは第

１次トーナメント（勝者ゾーン）といい、もう１つのトーナメントは第１次トーナメントの敗者

のみで行われ、これを第２次トーナメント（敗者ゾーン）という。１、２位の決定戦で勝者ゾー

ン代表チームが敗れた場合には、今一度同じチーム同士で、１、２位決定戦を行わねばならない。  

試合回数 ｙ＝２（ｎ－１） 

ただし、第一次トーナメントの勝者が１・２位決定戦に敗れた場合はこの試合回数はさらに１

試合増さねばならない。 

 

 （例：８チームの場合）  

 
１ 

Ａ  

２  

Ｅ  

３  

Ｂ  

４  

Ｇ  

５  

Ｃ  

６  

Ｆ  

７  

Ｄ  

８  

Ａの敗者 

７位 

Ｂの敗者 

 

Ｆの敗者 

 

Ｃの敗者 

７位 

Ｄの敗者 

 

Ｅの敗者 

 

Ｇの敗者 

５
位 

５
位 

４
位
決
定
戦 

３
位
決
定
戦 

１
・
２
位
決
定
戦 
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(4)ダブル・エリミナーション形式  

         ダブル・エリミナーションの組合せ（３２チームの例） 
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２．リーグ形式  

 

・バーガーテーブルによるもの(国際大会など ) 

 (1)３チームまたは４チーム  

    １日目   ２日目   ３日目  

    １― {４ } {４ }―３    ２― {４ } 

    ２―３   １―２   ３―１  

 (2)５チームまたは６チーム  

    １日目   ２日目   ３日目   ４日目   ５日目  

    ｌ― {６ } {６ }―４    ２― {６ } {６ }―５    ３― {６ } 

    ２―５   ５―３   ３―１   １―４   ４―２  

    ３―４   １―２   ４―５   ２―３   ５―１  

 (3)７チームまたは８チーム  

ｌ日目   ２日目    ３日目   ４日目   ５日目    ６日目   ７日目  

   １― {８ } {８ }―５    ２― {８ } {８ }―６    ３― {８ } {８ }―７    ４― {８ } 

    ２―７   ６―４   ３―１   ７―５   ４―２    １―６   ５―３  

    ３―６   ７―３   ４―７   １―４   ５―１    ２―５   ６―２  

    ４―５   １―２   ５―６   ２―３   ６―７    ３―４   ７―１  

 

また従来下記のようなリーグ戦方式も採用されている。 

・リンク戦の例 

       （４チーム）                （５チーム） 

   

 

 

 

 

 

 

 

・８チームのリーグ戦の例 

 
１  ２  ３  ４  ５  ６  ７  

Ａ  １－８ １－７ １－６ １－５ １－４ １－３ １－２ 

Ｂ  ２－７ ８－６ ７－５ ６－４ ５－３ ４－２ ３－８ 

Ｃ  ３－６ ２－５ ８－４ ７－３ ６－２ ５－８ ４－７ 

Ｄ  ４－５ ３－４ ２－３ ８－２ ７－８ ６－７ ５－６ 

 

試合順 

コート 

Ａ

 ａ１     ａ３

　　　Ｂ    Ｅ

ａ４ ａ５

Ｃ ａ２ 　Ｄ

Ａ ａ１ Ｄ

ａ３ ａ４

Ｂ ａ２ Ｃ
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３．リーグ・トーナメント形式  

(1)リーグ・リーグ形式  

     参加チームを幾組かに分け、リーグ形式で予選を行う。その順位により、再度組み合わせを

決めて、リーグ形式で順位を決定する。 

      

(2)リーグ・トーナメント形式  

参加チームを幾組かに分け、リーグ形式（またはトーナメント形式）で予選を行う。その順

位により、再度組み合わせを決めて、トーナメント形式（またはリーグ形式）で順位を決定

する。 

 ＊予選リーグ→決勝トーナメント  ＊予選トーナメント→決勝リーグ 
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Ⅰ-８ 個人情報の保護  

 

個人情報保護方針 

 

公益財団法人日本バレーボール協会 (以下｢本会｣という)は、「個人情報の保護に関する法律」(平

成 17 年 4 月 1 日全面施行 )を遵守し、個人情報の保護に万全を期すため、以下の方針により個人情

報の保護に努めます。 

1．個人情報の取得と利用 

本会は、利用目的を明らかにするなど、個人情報の取得には適正な手続きを取り、その目的以

外には利用しません。 

2．個人情報の管理 

本会は、個人情報を適切に管理するとともに紛失、改ざん及び漏えいなどを防止するための対

策を講じます。 

3．第三者への個人情報提供の制限 

本会は、法令の要件を満たしている場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報

を第三者に提供及び開示いたしません。 

4．加盟チーム登録届、大会参加申込書の取扱 

加盟チーム登録届に記載された個人情報は本会定款に記された本会の目的及び事業を推進す

るために利用いたします。また、大会参加申込書に記載された個人情報は参加資格の確認や競技

プログラムなどをはじめとする大会運営業務のために利用いたします。 

5．個人情報の開示、訂正、削除など 

本会は、本人が当該者と識別される個人情報について、開示、訂正、追加、削除、利用停止な

どを求める権利を保有していることを確認するとともに、これらの要求を受けた場合は速やかに

対応いたします。 

6．個人情報取扱業務委託について 

本会は、個人情報の取扱の全部または一部の業務を外部に委託する場合、その委託先には個人

情報の安全な管理を義務付け、必要かつ適切な監督を行います。 

7．個人情報保護の徹底 

本会は、この方針を本会役職員、専門委員会委員及びその他関係者に周知徹底させ、個人情報

の保護に関する啓発を図るとともに、個人情報の保護を実行いたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 Ⅱ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

-75- 

【 資 料 Ⅱ 】 

Ⅱ-１ 都道府県順 

北海道 1 北 海 道 1 北海道

2 青 森 2 青　森 　JVA主催全国大会においては

3 岩 手 3 岩　手 抽選は左記の都道府県順に

4 秋 田 4 宮　城 基いて行う。

5 山 形 5 秋　田

6 宮 城 6 山　形 予選グループ戦は「北」から

7 福 島 7 福　島 決勝トーナメント戦は、

8 茨 城 8 茨　城 「南」から行う。

9 栃 木 9 栃　木

10 群 馬 10 群　馬

11 埼 玉 11 埼　玉

12 千 葉 12 千　葉 また、プログラム掲載順に

13 東 京 13 東　京 ついては、

14 神 奈 川 14 神奈川 ①前年度優勝チーム

15 山 梨 15 山　梨 ②推薦チーム

16 長 野 16 新　潟 ③都道府県順

17 新 潟 17 長　野 ④開催地

18 富 山 18 富　山 の順に掲載することを基本と

19 石 川 19 石　川 する。

20 福 井 20 福　井

21 静 岡 21 静　岡

22 愛 知 22 愛　知

23 岐 阜 23 三　重

24 三 重 24 岐　阜

25 滋 賀 25 滋　賀

26 京 都 26 京　都

27 奈 良 27 大　阪

28 和 歌 山 28 兵　庫

29 大 阪 29 奈　良

30 兵 庫 30 和歌山

31 鳥 取 31 鳥　取

32 島 根 32 島　根

33 岡 山 33 岡　山

34 広 島 34 広　島

35 山 口 35 山　口

36 香 川 36 香　川

37 徳 島 37 徳　島

38 愛 媛 38 愛　媛

39 高 知 39 高　知

40 福 岡 40 福　岡 ＭＲＳで使用している都道府県順は

41 佐 賀 41 佐　賀 左記のいずれでもありません。

42 長 崎 42 長　崎 プログラム作成の際の原稿にそのまま

43 熊 本 43 熊　本 使用できませんのでご注意下さい。

44 大 分 44 大　分

45 宮 崎 45 宮　崎

46 鹿 児 島 46 鹿児島

47 沖 縄 47 沖　縄

近畿

中国

四国

九州

東海

参考:日体協関連
【都道府県順】国体･ﾏｽﾀｰｽﾞ除く

東北

関東

北信越



 

 

-76- 

Ⅱ-２ 抽選のとき話す内容の原稿（例） 

抽選のとき競技委員長が話す内容の原稿 

 

（下記内容の原稿を必ず作成して下さい。） 

≪グループ戦の例≫ 

 

抽選に先立ち、抽選の進め方のご説明を致します。（チーム数は例です。） 

 

１．参加チームは、総数５４チームです。規定に従い２チームを端数処理し、予選グループ戦出場は５２チームとなります。

この５２チームを１３のグループ（組）に抽選で入れて参ります。 

 

２．次に抽選の方法についてご説明致します。 

まずシードチームをシード順に、組Ｎｏの抽選、位置Ｎｏの抽選を行います。続いて同一都道府県、（同一企業）の

多い順でかつ、北から南の順に（同一都道府県内は推薦順又は受付順）抽選順序の抽選、組Ｎｏの抽選、位置Ｎｏの抽

選と３回抽選して戴きます。 

私がチーム名をお呼び致しますので、呼ばれましたチームは、机上のチーム名札を持参し、呼ばれた順に縦に一列に

並んで下さい。 

 

３．それでは、日本バレーボール協会国内競技委員会シード小委員会が決定したシードチームを発表します。 

    第１シード○○○○、第２シード○○○○、～第６シード○○○○ 

  続きまして、同一都道府県、同一企業チームの確認を致します。 

    同一都道府県チーム５チーム ○○県 ：○○チーム～○○チーム（プログラム記載順） 

    同一企業チーム  ５チーム ○○電気：○○チーム～○○チーム（北から南の順） 

    同一都道府県チーム４チーム ○○県 ：○○チーム～○○チーム 

    同一企業チーム  ４チーム ○○電気：○○チーム～○○チーム 

  （以下この順で確認を進めてください。） 

  以上の結果、単独チームは１８チームとなります。 

 

４．以上について、ご質問、ご異議等ございますか。 

  無いようですので、抽選に入ります。 

  （事前に、抽選する順序にチーム名を書いた原稿を必ず用意しておいて下さい。） 

 

抽選 

 

抽選の結果を確認致します。 

  １番○○○ ２番○○○ ～５２番○○○ 

 

以上でグループ戦の抽選を終了致します。明日からのご健闘をお祈りいたします。 

なお、本抽選の結果の組み合わせは○○分後に○○で配布いたします。 
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≪決勝トーナメント戦の例≫ 

 

抽選に先立ち、抽選方法のご説明を致します。（チーム数は例です。） 

１．参加チームは、総数４７チームです。 

シードの７チームおよび開催地１位の計８チームの位置を決定したあと，残りの３９チームをＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの 4つの

ゾーンに分けて抽選します。 

 

２．次に抽選の方法についてご説明致します。 

まずシードチームをシード順に、位置を決定します。また，開催地○○県 1位の位置を決定します。続いて同一都道

府県・同一企業の多い順でかつ、南から北の順に（同一都道府県内はプログラム記載順、同一企業は南より）抽選順の

抽選、ゾーンの抽選、位置Ｎｏの抽選と３回抽選していただきます。最後にフリーチームの抽選を南から、抽選順の抽

選の後、位置 Noの抽選をしていただきます。 

私がチーム名をお呼び致しますので、呼ばれましたチームは、机上のチーム名札を持参し、呼ばれた順に縦に一列に

並んで下さい。 

 

３．それでは、日本バレーボール協会国内競技委員会シード小委員会が決定したシードチームを発表します。 

第１シード ○○○○○、  第２シード ○○○○○、 ～ 第７シード ○○○○○ 

続きまして、開催地○○県 1位の位置確認を致します。 

○○○○○（○○県）  

続きまして、同一都道府県、同一企業チームの確認を致します。 

同一都道府県チーム５チーム ○○県 ：○○○チーム～○○○チーム（プログラム記載順） 

同一都道府県チーム３チーム ○○県 ：○○○チーム～○○○チーム（プログラム記載順） 

同一企業チーム３チーム   ○○○ ：○○○チーム～○○○チーム（北から南の順） 

同一都道府県チーム３チーム ○○県 ：○○○チーム～○○○チーム（プログラム記載順） 

（以下、この順で確認を進めてください。） 

以上の結果単独チームは  チームとなります。 

 

４．以上について、ご質問、御異議等ございますか。 

無いようですので、抽選に入ります。 

（事前に、抽選する順序にチーム名を書いた原稿を必ず用意しておいて下さい。） 

 

抽選 

 

抽選の結果を確認致します。  １番○○○ ２番○○○ ～５２番○○○ 

 

以上で決勝トーナメントの抽選を終了致します。明日からのご健闘をお祈りいたします。 

なお、本抽選の結果の組み合わせはこの後、印刷でき次第配布いたします。 
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Ⅱ-３ 参加チーム数による試合数と必要コートの早見表 

参加チーム数 

予選グループ戦 決勝トーナメント戦 

出場チーム数 組数 端数 試合数 必要コート数 出場チーム数 試合数 
第２日 最終日 

試合数 コート数 試合数 コート数 

48 48 12 0 36 6 36 35 28 4 7 2 

49 48 12 1 36 6 37 36 29 5 7 2 

50 48 12 2 36 6 38 37 30 5 7 2 

51 48 12 3 36 6 39 38 31 5 7 2 

52 52 13 0 39 6 39 38 31 5 7 2 

53 52 13 1 39 6 40 39 32 5 7 2 

54 52 13 2 39 6 41 40 33 5 7 2 

55 52 13 3 39 6 42 41 34 5 7 2 

56 56 14 0 42 6 42 41 34 5 7 2 

57 56 14 1 42 6 43 42 35 5 7 2 

58 56 14 2 42 6 44 43 36 6 7 2 

59 56 14 3 42 6 45 44 37 6 7 2 

60 60 15 0 45 7 45 44 37 6 7 2 

61 60 15 1 45 7 46 45 38 6 7 2 

62 60 15 2 45 7 47 46 39 6 7 2 

63 60 15 3 45 7 48 47 40 6 7 2 

64 64 16 0 48 7 48 47 40 6 7 2 

65 64 16 1 48 7 49 48 41 6 7 2 

66 64 16 2 48 7 50 49 42 6 7 2 

67 64 16 3 48 7 51 50 43 7 7 2 

68 68 17 0 51 8 51 50 43 7 7 2 

69 68 17 1 51 8 52 51 44 7 7 2 

70 68 17 2 51 8 53 52 45 7 7 2 

24 24 6 0 18 3 18 17 14 2 3 1 

16 16 4 0 12 2 12 11 8 2 3 1 

 

【算出条件】 １．試合開始時間は９時３０分とし、１日最大７試合とする。 

２．１試合の競技時間は、３セットマッチは７０分、５セットマッチは１００分を基準とし、試合時間は次

のように考える。 

《３セットマッチ》        《５セットマッチ》 

第１試合  9:30～           第１試合  9:30～ 

第２試合 10:40～           第２試合 11:10～ 

第３試合 11:50～           第３試合 12:50～ 

第４試合 13:00～           第４試合 14:30～ 

第５試合 14:10～           第５試合 16:10～ 

第６試合 15:20～           第６試合 17:50～ 

第７試合 16:30～          
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４．大会参加申込書

［２］開催地ヘの連絡事項                                                                

氏名 住所〒

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール 携帯

勤務先： 住所〒

ＴＥＬ

ＦＡＸ

１． 予 選 期 日 ：

２． 予 選 会 会 場 ：

３． 参 加 チ ー ム 数 ：

４． 予 選 会 成 績 ：

１位 ２位

３位 ３位

［３］予選会成績                                                                

連絡責任者

自
宅

連絡事項

７．部長のベンチ入りが認められていない大会（クラブカップ等）については、部長欄は空欄のまま、
　　部長のベンチ入りが認められている大会で、部長がいないチームは「なし」と入力すること。

８．選手の競技者番号、氏名、年齢、身長、出身校、ﾍﾞﾝﾁｽﾀｯﾌ資格所有者欄については必ず入力する。
　　なお、選手及び競技者番号の変更はできないので注意すること。

　　(競技者番号は１～18までが望ましいが、やむを得ないときは１～99までの数字を使用する。)
９．選手は１８名まで申し込むことができる。そして、試合毎に１２名をエントリーする。選手 の変
　　更は競技者番号を含めて認めない。

４．「所在地」はチームが登録している本拠地を入力する。

５．「団体名」は正式な企業名、学校名を入力する。

　　（例：企業名株式会社ＯＯ製作所△△機器事業部と記載）

６．「連絡責任者名」には氏名のほかに所属（部課名）、電話番号、ファックス番号、携帯電話番号を
　　入力する。

［１］大会申込書（右頁）入力上の注意

１．この表は、プログラム掲載時に直接写真製版するプログラム用シートにリンクしているので、文字は
　　誤字のないように入力する（入力については、前頁「参加申込書作成について」参照）

２．所属協会は都道府県名のみ入力する。（例：○○県、○○府など）

３．「チーム名」は協会登録チーム名を記載し、「チーム略称」は最大５～６字以内に簡略した「チー
　　ム略称」を入力する。

Ⅱ-４ 大会申込書（例） 
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印

〒

団体名：

ＴＥＬ： ＦＡＸ：

登録番号：

選手（主将は競技者番号に○印をつけてください）

Ｎｏ．競技者番号 年齢 身長 出　　身　　校

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

大会名

所属協会

協会長名 登録番号

フリガナ フリガナ

チーム名 チーム略称

所在地
および
団体名

部　長 監　　督

コーチ マネージャー

ベンチスタッフ
資格所有者

氏 名 ： 資　　　格：

研修会名：

氏　　　名

チームの特徴
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Ⅱ-５ エントリー用紙 

《９人制競技会の例》 

 

平成  年度 （ 大 会 名 ） 

 

エントリー 

 

 
チーム名                      

 

   部 長                監 督                

 

   コーチ                マネージャー             

チェック 競技者番号 選 手 名 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

10    

11    

12    

 

〔備考〕 

   ①キャプテンの競技者番号に○印をつけて下さい｡ 

②ベンチ入りを認められた競技会のみ部長名を記載する。 
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《６人制競技会の例》 

 

平成  年度 （ 大 会 名 ） 

 

エントリー 

 
チーム名                      

 

   部 長                監 督                

 

   コーチ                マネージャー             

チェック 競技者番号 選 手 名 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

10    

11    

12    

 

L1    

L2    

〔備考〕 

   ①キャプテンの競技者番号に○印をつけて下さい。 

②ベンチ入りを認められた競技会のみ部長名を記載する。 
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Ⅱ-６ チームスタッフ変更届 

 

平成  年度  （ 大 会 名 ） 

 

チームスタッフ変更届 

 

エントリー変更（ 有 ・ 無 ） 

 

 

チーム名                    記載者                  

 

◇チームスタッフの変更 

 

旧 新 

部   長  部   長  

監   督  監   督  

コ ー チ  コ ー チ  

マネ－ジャー  マネ－ジャー 
 

ﾍﾞﾝﾁｽﾀｯﾌ 

資格所有者 

氏 名  

ﾍﾞﾝﾁｽﾀｯﾌ 

資格所有者 

氏 名  

資格名  資格名 
 

登録番号  登録番号  

〔備考〕○変更するチームスタッフのみを記入して下さい｡ 

○変更により新たにチームスタッフが加わる場合、MRSチーム加入一覧を提出してください。 

 

◇プログラム記載ミスによる選手名の変更 

 

旧 新 

競技者番号 氏  名 競技者番号 氏  名 
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Ⅱ-７ 競技場設営等（６人制） 

１ 競技会場（６人制の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

a：チームベンチ b：コーチ席 c：ナンバーカード d：監督席 e：記録員席 f：点示 
g：jVIS席  （コートアナウンス席はgかfに）   h：ﾍﾟﾅﾙﾃｨｴﾘｱ（1m×1m,椅子２個） 
※９人制については、ｱｯﾌﾟｿﾞｰﾝ3m×1.5m ﾍﾟﾅﾙﾃｨｴﾘｱなし jVIS席なし 

・フリープレーの空間は、競技エリアの表面から最低１２.５mの高さが必要である。 
・最低気温は10℃を下回ってはならない。（FIVB世界・公式大会では16℃～25℃の範囲内） 
・競技エリアの表面から1mの高さの照度は、1000～1500ルクス（FIVB世界・公式大会）。 
・フリーゾーン及びコート内の紛らわしいラインを消しテープで処置する。(すべて消す必要はない。) 
・フリーゾーン及びコート内の金具類は全て消しテープで処置する。 
・フリーゾーン内に設置する机・椅子は人が座ることを想定して足がフリーゾーン内に入らないように設置する。 
・コート表示（Ａコート等）が必要な場合は、サイドラインもしくはエンドラインの両側に表示する。 
・ベンチ用のフロアシートの不要な部分は折り込んでおく。 
・ベンチ用の椅子は背もたれのない長椅子が望ましい。 

 

２ フリーゾーンのフェンス 
フリーゾーンのフェンスはフェンスの足先がエンドラインから８ｍ、サイドラインから５ｍになるよう設置する。 

 

３ チームの応援用横断幕 

観 客 席

コントロールエリア
フェンス 点示

フェンス 5m 主審
ﾌﾘｰｿﾞｰﾝ

8m
観
客
席

5m
点示 副審 救護

ｱｯﾌﾟ a b d f e g ｱｯﾌﾟ
ｿﾞｰﾝ 3m×3m 1.5m ｿﾞｰﾝ

c jury h

5m,8m
コートのライン

フェンスの足先

二階
この線より下にひもや幕がはみ出ないこと。

。幕 出ているときはチームに連絡して貼り直させる

一階フロアー
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Ⅱ-８ ネット設営等（６・９人制） 

１ ネット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ネットの高さについて 
ネットの中央部で規定の高さであることを確認する。 
このとき、両端のサイドバンド上の高さは＋２cm以内である

こと。また、両端のサイドバンド上の高さが同じになるように設営する。 

 

６人制 ９人制 

規定 高校 中学校 小学校 一般 ママさん 

男 子 2.43ｍ 2.40ｍ 2.30ｍ 2.00ｍ 2.38ｍ  

女 子 2.24ｍ 2.20ｍ 2.15ｍ 2.00ｍ 2.15ｍ 2.05ｍ 

※６人制高校以下の高さは国内の大会に適用される特別競技規則である。 

※６人制高校については、都道府県予選会のみに適用し、ブロック大会以上は規定の高さである。 

※各大会の高さについては各大会の大会要項にて確認すること。 

 

２ コート 

     ６人制  ( )は小学生              ９人制 

 

d
a a'

ｱﾝﾃﾅ

b

ｻｲﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ c

20cm
６人制 ９人制

・ネットと支柱の距離は均等(aと a'の寸法) 
になっていること。 

・アンテナはネットに向かって左側に付け 
る。 

      ６人制：ｻｲﾄﾞﾗｲﾝの外側 
      ９人制：ｻｲﾄﾞﾗｲﾝの外側より 20cm外 
・ネットの幅(bの寸法)は１ｍ。 
      ±３cm内に入っていること。 
・ネットの長さ関係 
      ６人制：dの長さ 9.5ｍ 
      ９人制：cの長さ 25cm以上 
・ｱﾝﾀﾞｰﾛｰﾌﾟとｻｲﾄﾞﾛｰﾌﾟは水平に引く。 
      ネットの目が 10cmの正方形になるよ 
      うに。ﾛｰﾌﾟの余り部分はﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟで 
      処置する場合もある。 
・ｻｲﾄﾞﾛｰﾌﾟの位置は､ネットの目の数で 
   ６人制：上から４・３・３ 
   ９人制：上から３・３・４     
・ｱﾝﾃﾅの下端のゴムを確認しておく。 

9m(8m) c

a 1.75m
c

c 3m
(2.7m) d

18m(16m) a
d

9m
b (8m) b

0.2m 一般高校男子 一般家庭婦人高校女子
a:20.125m(17.889m) 0.15m a： 23.479m 20.125m
b:12.728m(11.314m) b： 14.849m 12.728m
c: 9.487m( 8.443m) c： 10.5m 9m
d:15.000m(13.360m) d： 21m 18m



 

 

-86- 

Ⅱ-９ 競技会場設営時必要物品チェック表（例） 

第○○回○○大会バレーボール競技会 
競技会場 設営時必要物品チェック用紙 

競技副委員長  

コートまわり  ライン（６人制・９人制女子 ９×１８、９人制男子 １０．５×２１） 

 不要なライン、金具のカバー 

 コートエリア（エンドライン外８ｍ、サイドライン外５ｍ） 

 ウォームアップ・エリア（３×１.５ ９人制）(３×３ ６人制) 

 フリーゾーン上部の障害物（床表面より１２.５以上） 

 照度（コート面上１ｍで、1000～1500ルックス） 

ネットまわり  ポール、ボールカバー、ハンドル 

 ネット、サイドバンド、補助ロープ 

 警告カード（ワーニングカード） 

 審判台（ハンドル付） 

 アンテナ（左手前、６人制はライン外直上、９人制は２０㎝外側） 

 ネットスケール 

 巻尺 

  

記録席まわり  記録席（机 椅子） 

 記録員用ブザー 筆記用具 下敷き 

 点示員席（長机 椅子４脚） 操作盤 ←電光掲示板の場合 

 放送員席（机は点示員と共用 椅子１脚） 放送設備一式 

 競技委員席（スペースにより机は無くてもかまわない。） 

 コート委員席（スペースにより机は無くてもかまわない。） 

 ボールホルダー 

 試合球（９人制２個、６人制４個） 

 ボール用気圧計 

 ラインテープ（補修用） ライン消しテープ 

 カッターとはさみ 

 ボール拭きタオル ４枚以上 

 赤、黒マジックペン（県名、キャプテンマークが無い場合） 

 照度計湿温度計 

ベンチまわり 

 

コートサイド 

 監督用イス（脚×２） 

 選手用ベンチ（長椅子または折りたたみ椅子） 

 チームプラカード立て ２基 

 得点板（椅子２脚）  （最小限２セット）または電光掲示板 

 ボールリトリバー席 クイックモッパー席（６席、イスは､折りたたみ式） 

 フロアモッパー席（６席、椅子は折りたたみ式レジャースツール） 

 フロアモップ ６本 

補助員集合所  ラインジャッジフラッグ(４０ｃｍ×４０ｃｍ) 

 チーム名プレート（点示用） 

 チーム・プラカード（開始式用・表彰式用） 

      ＊ 会場により、広さの関係でこのとおり準備できない場合は、臨機応変に処理して下さい。 

      ＊ これらの用具の予備は、必ず取り出しやすい場所に確保しておき、確認しておく。 

      ＊ 記録席後に、細かい用具入れを準備するとよい。
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Ⅱ-10 競技会場コート設営点検表（例） 

 

第○○回○○大会バレーボール競技会 

競 技 会 場 コート 設 営 点 検 確 認 表 

会 場 競技開始前 
コ ー ト 

 

主  任 

 競 技 副 

 

委 員 長 

 

月   日（ ）  コート 競技終了後 

 

 品   名  競技 ｺｰﾄ  品   名  競技 ｺｰﾄ 

1 支柱(ハンドル付き） １組   23 巻尺 １個   

2 支柱カバー １組   24 ワーニングカード １組   

3 ネット １張   25 ネットスケール １本   

4 サイドバンド １組   26 ラインジャッジフラッグ １組   

5 アンテナ １組   27 空気入れ １個   

6 審判台（ハンドル付き） １組   28 ラインテープ 適宜   

7 監督用イス ２脚   29 ライン消しテープ 適宜   

8 選手用ベンチ 適数   30 補修用テープ 適宜   

9 モッパー用椅子 ６脚   31 はさみ １個   

10 ボールリトリバー用椅子 ４脚   32 カッター １個   

11 記録用机・椅子 １組   33 電気コード類 適宜   

12 競技委員用椅子 １脚   34 筆記用具類 適宜   

13 コート委員用椅子 １脚   35 コート表示プレート １式   

14 点示員用椅子 ８脚   36 放送設備一式    

15 記録員ブザー １個   37 クイックモッパー ２脚   

16 得点板 ４台   38 ★温湿度計 １個   

17 点示チームプレート ４組   39 ★照度計 １個   

18 吸水用モップ ６本   40 ★ボール計量器 １個   

19 クイックモッパー用雑巾 ４枚   41 ★ボール気圧計 １個   

20 ボール拭きタオル ４枚   42     

21 試合球 ４個   43     

22 ボールホルダー １台   44     

 ＊すべての用具にスペアが必要（収納場所は、すぐアリーナに運び出せる場所）整理整頓を心掛ける。 

 ＊雑巾は予備を充分用意しておく。 

 ＊★38・39・40・41の器具は、複数コートの会場においてコート間で兼用できる。 
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Ⅱ-11 コート点検確認表（例） 

コート点検確認表 

コート名 第   日 第   試合 開始前 終了後 担当者 

  ※点検は次の時に行う。 

① 第１試合開始２０分前 ② 毎試合終了後 

（１）コートまわり 

 コートのライン、アップゾーンのラインは正常に付いているか。 

 フロアの不要なラインや金属覆いは消えているか。 

 コートプレートは、正しい位置に付いているか。 

（２）ネットまわり 

 ネットは正しく張ってあるか。 

 サイドバンド、アンテナ、ワーニングカードは、正しく付いているか。 

 ポールカバーは、正しく付いているか。 

 ネットスケール、ネット巻きハンドル、審判台高さ調節ハンドルは準備してあるか。 

 審判台の位置は正しいか。 

（３）記録席まわり 

 記録席、ボールホルダー、モップは、正しい位置にあり、数は揃っているか、汚損したものはないか。 

 記録席用ブザー、空気圧計、ボール拭き用タオルは、正しい位置にあるか、汚損しているものはないか。

(ブザーを鳴らして確認しておく)タイムアウトブザー 

 競技委員・コート委員用椅子は、正しい位置にあるか。 

 試合球は用意してあるか。 

（４）ベンチまわり 

 ベンチは、正しい位置にあるか。 

 得点板、点示員席は、正しい位置にあるか。電光板の操作盤は、正しくセットされているか。 

 ボール・キーパー席、フロア・モッパー席は、正しい位置にあるか。 

 

 〔用具の流れ〕 

（用 具）        試  合  前       各試合後     その日の試合終了後 

（まとめて） 

試  合  球 → 競
技
委
員 

→ コ ー ト 主 任 → ボールホルダー → コ ー ト 主 任 → 競
技
委
員 

ラインジャッジフラッグ → → 線 審 主 任 → 線  審  員 → 線 審 主 任 → 

チームプレート → → 点 示 主 任 → 点  示  員 → 点 示 主 任 → 

 
※１ 試合球は、１コートにつき９人制２個、６人制４個とする。 
２ 予備物品置場の用具も、毎日、朝点検・確認する。 

  ３ 試合球、チームプレートは、当日分をまとめて、その日の朝、競技委員から各主任に渡し、その 
    日の全試合終了後まとめて返却してもらう。 

４ 本票についてはコート主任が取りまとめ当日業務終了時競技副委員長に渡す。 
 
                                                        コート委員サイン            
 

                                                        競技委員サイン             
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Ⅱ－12 練習会場チェック表（例） 

第○○回○○大会バレーボール競技会 

『練習会場』 事前確認時・設営時等チェック用紙 

練習会場主任  

 コートまわり  ライン（６人制・９人制女子 ９×１８、９人制男子 １０．５×２１） 

 まぎらわしいライン、金具等の保護 

  

ネットまわり  ポール、ポールカバー、ハンドル 

 ネット、サイドバンド、補助ロープ 

 アンテナ（６人制はライン外直上、９人制は２０㎝外側） 

 審判台（ハンドル付）（あれば用意すること） 

 空気入れ 

 ネットスケール 

 巻尺 

 空気左計 

  

受付席まわり  受付席（長机２～４・イス６） 

 バインダー３枚、ハサミ１個 

 ラインテープ２本、マスキングテープ２本、カッター１本 

 セロテープ１本、ガムテープ２本、朱肉１ 

 雑巾（ボール拭き用等）５枚 

 ボールペン５本、マジック赤・黒各２本、シャーペン２本 

 靴入れ用ビニール袋 

 選手用イス １３脚 

  

ベンチまわり 

コートサイド 

 監督用ベンチ（長椅子又は折りたたみ椅子） 

 吸水モップ 白色 （１コート当たり３本） 

  

案内表示関係  会場案内看板２箇所 

 案内掲示（随意貼付） 

 コート表示プレート（複数コートの場合） 

  

各会場施設・ 

控室等 

及び器材 

 駐車スペース 

 受付設営スペース 

 次チーム控室・選手更衣室 

 役員・従事者控室（休憩室） 

 茶器・給湯関係 

 携帯電話・充電用コンセント 

 受付簿等必要書類 

 清掃用具（モップ・ほうき・ちりとり） 

  

＊ 会場施設の関係上、上記のとおり準備のできない場合は、臨機応変に処理して下さい。 

＊ 用具は持ち込みと会場借用の場合がありますので、確認しておいて下さい。 
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Ⅱ-13 試合球配球及び調整状況確認表（例） 

 

試 合 球 配 球 及 び 調 整 状 況 確 認 表 

試 

 

合 

 

球 

 

円周㎝ 

 

 

65～67 

 

重量 ｇ 

 

 

260～280 

 

６人制 0.30～0.325(0.31) 
９人制 0.30～0.325(0.31) 
内圧  0.30～0.325 ㎏/㎝２ 

検定印 

 

有・無 

サイン 

 

有・無 

使  用  状  況 

 
毎朝８時  点 検 

日 試合 

No. 

日 試合 

No. 

調整時 調整時 コート 日 日 日 日 調整時 調整時 
 

   

１ 
             

２ 
             

３ 
             

４ 
             

５ 
             

６ 
             

７ 
             

８ 
             

９ 
             

10 
             

11 
             

12 
             

13 
             

14 
             

15 
             

16 
             

17 
             

18 
             

19 
             

20 
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Ⅱ-14 試合結果配布先表（例） 

 
第○○回○○大会バレーボール競技会試合結果配布先表 

 
             会場      月  日          ＮＯ.      

 

 
速報 

組合せ表 

速報 

組合せ表 

速報 

組合せ表 

速報 

組合せ表 

速報 

組合せ表 

速報 

組合せ表 

速報 

組合せ表 

速報 

組合せ表 

速報 

組合せ表 

速報 

組合せ表 

速報 

組合せ表 

速報 

組合せ表 

試合時間             

競技会場             

種別             

コート／試合             

チ ー ム             

             

競技（副）委員長             

放送主任             

送受信係員             

印刷員             

             

大会会長             

    副会長             

総括責任者             

    委員             

統括責任者             

    委員             

会場責任者             

競技委員             

エントリー主任             

コート主任             

審判委員長             

    副委員長             

総務委員長             

    副委員長             

             

 

競技会場本部 
            

報道者席             

             

速報箱             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

コピー枚数             

配 布 員             
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Ⅱ-15 競技役員業務日誌（例） 

第○○回○○大会バレーボール競技会 
競 技 役 員 業 務 日 誌 

会場名 役職 

責任者 記載者       月   日（  ） 

業務開始時ミーティング内容 

 

 

 

問題点 

 

 

 

 

対応 

 

 

 

 

業務終了時ミーティング内容 

 

 

 

改  善  提  案 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和55年３月５日 初版発行 

昭和56年３月20日 改  訂 

昭和57年３月25日 改  訂 

昭和58年３月24日 改  訂 

昭和59年３月24日 改  訂 

昭和60年３月24日 改  訂 

昭和61年２月14日 改  訂 

昭和62年２月21日 改  訂 

昭和63年２月22日 改  訂 

平成元年３月１日 B5版改訂 

平成２年３月１日 改  訂 

平成３年３月１日 改  訂 

平成４年３月１日 改  訂 

平成５年４月１日 改  訂 

平成８年２月10日 改  訂 

平成10年２月28日 改  訂 

平成12年２月28日 改  訂 

平成14年２月28日 改  訂 

平成16年５月31日 A4版改訂 

平成19年３月11日 改  訂 

平成25年３月10日 改  訂 

 

競 技 要 項 

平成25(2013)年度版 

〈非売品〉 

不 許 

複 製 

編 集   公益財団法人 日本バレーボール協会 

国内事業本部  国 内 競 技 委 員 会 

 

発 行   公益財団法人 日本バレーボール協会 

 

〒151-0051 

東京都渋谷区千駄ヶ谷１－30－８ 

(ダヴィンチ千駄ヶ谷内) 

電 話 03(5786)2100 

ＦＡＸ 03(5786)2109 

http://www.jva.or.jp 
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